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〇
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法

規

的

告

示

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
入
学
手
続
）

（
入
学
手
続
）

第
九
条

学
科
に
入
学
を
希
望
す
る
者
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
書
類
を
学
院
の
長
に
提
出
し
、
学
院

が
実
施
す
る
入
学
試
験
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
九
条

学
科
に
入
学
を
希
望
す
る
者
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
書
類
を
学
院
の
長
に
提
出
し
、
学
院

が
実
施
す
る
入
学
試
験
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

（
削
る
）

四

健
康
診
断
書

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
提
出
書
類
の
様
式
は
、
総

長
が
別
に
定
め
る
。

２

前
項
各
号
（
第
四
号
を
除
く
。）に
掲
げ
る
提
出

書
類
の
様
式
は
、
総
長
が
別
に
定
め
る
。

区

分

率

又

は

額

介
護
保
険
の
医
療
保
険
者
の
納
付
金
の
算
定
等
に
関
す
る

省
令
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
三
号
。
以
下
「
省

令
」
と
い
う
。）第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
算
定
率

〇
・
〇
〇
九
八
六
七
六
八

省
令
第
七
条
第
二
号
に
規
定
す
る
率

一
・
二
〇
五
四
三
一
一
一

省
令
第
八
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
率

〇
・
九
九
三
二
六
九
八
〇

省
令
第
九
条
に
規
定
す
る
第
二
号
被
保
険
者
一
人
当
た
り

負
担
見
込
額

八
九
、
七
九
一
円

省
令
第
九
条
の
二
に
規
定
す
る
総
報
酬
割
概
算
負
担
率

〇
・
〇
一
八
八
四
五
九
九

省
令
第
十
一
条
に
規
定
す
る
第
二
号
被
保
険
者
一
人
当
た

り
負
担
額

七
四
、
五
三
五
円

省
令
第
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
総
報
酬
割
確
定
負
担
率

〇
・
〇
一
六
三
一
五
四
〇

目

次

令和年月日 金曜日 第号官 報

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
八
号

厚
生
労
働
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
第
六
百
九
十
五
条
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
国

立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
学
院
養
成
訓
練
規
程
（
昭
和
五
十
五
年
厚
生
省
告
示
第
四
号
）
の
一
部
を

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
号

介
護
保
険
の
医
療
保
険
者
の
納
付
金
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
三
号
）
第
六
条
第

三
項
、
第
七
条
第
二
号
、
第
八
条
第
二
項
第
二
号
、
第
九
条
、
第
九
条
の
二
、
第
十
一
条
及
び
第
十
一
条
の
二
の
規
定

に
基
づ
き
、
介
護
保
険
の
医
療
保
険
者
の
納
付
金
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
の
規
定
に
基
づ
き
令
和
八
年
度
の
医
療
保

険
者
の
納
付
金
の
算
定
に
関
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
率
及
び
額
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、
同
令
第
十
三
条

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎



〔
法
規
的
告
示
〕

〇
国
立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン

タ
ー
学
院
養
成
訓
練
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
件
（
厚
生
労
働
八
）

〇
介
護
保
険
の
医
療
保
険
者
の
納
付
金
の
算

定
等
に
関
す
る
省
令
の
規
定
に
基
づ
き
令

和
八
年
度
の
医
療
保
険
者
の
納
付
金
の
算

定
に
関
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
率

及
び
額
を
定
め
る
件
（
同
九
）

〔
そ
の
他
告
示
〕

〇
特
定
国
外
派
遣
組
織
を
指
定
す
る
件

（
総
務
八
）

〇
情
報
の
保
護
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
カ

ナ
ダ
政
府
と
の
間
の
協
定
の
署
名
及
び
効

力
発
生
に
関
す
る
件
（
外
務
一
四
）

〇
肥
料
を
登
録
し
た
件

（
農
林
水
産
四
六
、
四
七
）

〇
船
舶
安
全
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
型
式
承

認
を
し
た
件
（
国
土
交
通
四
四
）

〇
道
路
に
関
す
る
件（
九
州
地
方
整
備
局
四
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
北
海
道
開
発
局
一
、
二
）

〔
人
事
異
動
〕

内
閣

最
高
裁
判
所

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

九
州
地
方
整
備
局
公
示（
九
州
地
方
整
備
局
）

法

務

公
証
人
任
免
（
法
務
省
）

労

働

最
低
賃
金
の
改
正
決
定
に
関
す
る
公
示

（
山
梨
労
働
局
最
低
賃
金
公
示
一
）

国
家
試
験

採
用
候
補
者
名
簿
の
有
効
期
間
の
満
了

（
人
事
院
）

令
和
七
年
度
特
定
侵
害
訴
訟
代
理
業
務
試
験

合
格
者
（
工
業
所
有
権
審
議
会
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁犯

罪
被
害
財
産
支
給
手
続
開
始
決
定
、
公

示
送
達
、
建
設
業
の
許
可
の
取
消
処
分
、

河
川
法
に
基
づ
く
工
作
物
返
還
に
係
る
公

示
関
係

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
除
権
決
定
、

破
産
、
免
責
、
特
別
清
算
、
再
生
、
所
有

者
不
明
関
係

会
社
そ
の
他





そ

の

他

告

示

５

１
の
規
定
に
関
し
、
対
応
す
る
秘
密
指
定
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

日
本
国

カ
ナ
ダ

極
秘
（
機
密
）
／
特
定
秘
密
（
機
密
）

T
O
P
S
E
C
R
E
T
／
T
R
E 
S
S
E
C
R
E
T

極
秘
／
特
定
秘
密

S
E
C
R
E
T

秘
／
重
要
経
済
安
保
情
報

C
O
N
F
ID
E
N
T
IA
L ／
C
O
N
F
ID
E
N
T
IE
L

令和年月日 金曜日 第号官 報

ｂ

「
権
限
の
あ
る
当
局
」
と
は
、
日
本
国
政
府
に
関
し
て
は
政
府
の
機
関
、
カ
ナ
ダ
政
府
に
関
し
て
は
政
府
の
組

織
で
あ
っ
て
、
各
締
約
国
政
府
に
よ
り
、
秘
密
情
報
及
び
送
付
済
秘
密
情
報
の
保
護
に
つ
い
て
国
内
法
令
及
び
手

続
に
基
づ
く
そ
れ
ぞ
れ
の
権
限
の
範
囲
内
で
責
任
を
有
す
る
当
局
と
し
て
指
定
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

ｃ

「
契
約
者
」
と
は
、
受
領
締
約
国
政
府
と
の
間
の
契
約
を
履
行
す
る
個
人
又
は
法
人
（
下
請
契
約
者
を
含
む
。）

を
い
う
。

ｄ

「
知
る
必
要
」
と
は
、
秘
密
情
報
及
び
送
付
済
秘
密
情
報
に
ア
ク
セ
ス
す
る
必
要
性
で
あ
っ
て
、
公
的
に
与
え

ら
れ
た
任
務
の
遂
行
の
た
め
に
許
可
さ
れ
て
い
る
個
人
に
対
し
て
の
み
認
め
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。

ｅ

「
国
家
秘
密
保
持
当
局
」
と
は
、
各
締
約
国
政
府
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
る
政
府
の
当
局
で
あ
っ
て
、
こ
の
協
定

の
実
施
及
び
解
釈
に
関
す
る
調
整
及
び
連
絡
の
た
め
の
部
局
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
も
の
を
い
う
。

ｆ

「
秘
密
情
報
取
扱
資
格
」
と
は
、
各
締
約
国
政
府
の
手
続
に
従
っ
て
付
与
さ
れ
る
適
格
性
で
あ
っ
て
、
個
人
が

特
定
の
水
準
ま
で
の
秘
密
情
報
及
び
送
付
済
秘
密
情
報
に
ア
ク
セ
ス
す
る
た
め
の
も
の
を
い
う
。

ｇ

「
提
供
締
約
国
政
府
」
と
は
、
受
領
締
約
国
政
府
に
対
し
て
秘
密
情
報
を
送
付
す
る
締
約
国
政
府
を
い
う
。

ｈ

「
受
領
締
約
国
政
府
」
と
は
、
提
供
締
約
国
政
府
か
ら
秘
密
情
報
の
送
付
を
受
け
る
締
約
国
政
府
を
い
う
。

ｉ

「
秘
密
指
定
」
と
は
、
締
約
国
政
府
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
識
別
で
あ
っ
て
、
情
報
に
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
必
要
な
保
護
の
水
準
を
示
す
た
め
の
も
の
を
い
う
。

ｊ

「
第
三
者
」
と
は
、
第
三
国
の
あ
ら
ゆ
る
政
府
、
個
人
、
企
業
、
機
関
、
組
織
若
し
く
は
他
の
法
人
又
は
こ
の

協
定
の
締
約
者
で
な
い
国
際
機
関
を
い
う
。
た
だ
し
、
こ
の
協
定
の
適
用
上
、
秘
密
情
報
取
扱
資
格
を
有
し
、
知

る
必
要
が
あ
り
、
及
び
第
十
七
条
の
規
定
に
従
い
送
付
済
秘
密
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
認
め
ら
れ
た
個
人
は
、
第

三
者
と
は
み
な
さ
な
い
。

ｋ

「
送
付
済
秘
密
情
報
」
と
は
、
両
締
約
国
政
府
の
間
で
直
接
又
は
間
接
に
送
付
さ
れ
る
秘
密
情
報
を
い
う
。
秘

密
情
報
は
、
受
領
締
約
国
政
府
が
受
領
し
た
時
に
送
付
済
秘
密
情
報
と
な
る
。
こ
の
協
定
に
お
い
て
送
付
済
秘
密

情
報
及
び
秘
密
情
報
の
送
付
と
い
う
と
き
は
、
カ
ナ
ダ
政
府
か
ら
日
本
国
政
府
に
送
付
さ
れ
る
保
護
さ
れ
る
情
報

を
含
む
も
の
と
す
る
。

第
三
条

送
付
済
秘
密
情
報
の
保
護

送
付
済
秘
密
情
報
は
、
こ
の
協
定
の
規
定
が
受
領
締
約
国
の
国
内
法
令
及
び
手
続
に
合
致
す
る
限
り
、
こ
の
協
定
の

規
定
に
基
づ
い
て
保
護
さ
れ
る
。

第
四
条

国
内
法
令
の
変
更

各
締
約
国
政
府
は
、
こ
の
協
定
の
下
で
の
送
付
済
秘
密
情
報
の
保
護
に
影
響
を
及
ぼ
す
自
国
の
国
内
法
令
の
変
更
に

つ
い
て
、
他
方
の
締
約
国
政
府
に
通
報
す
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
両
締
約
国
政
府
は
、
こ
の
協
定
の
可
能
な
改
正
に
つ

い
て
検
討
す
る
た
め
、
第
二
十
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
相
互
に
協
議
す
る
。
そ
の
間
、送
付
済
秘
密
情
報
は
、

こ
の
協
定
の
規
定
が
受
領
締
約
国
の
国
内
法
令
に
合
致
す
る
限
り
、
引
き
続
き
こ
の
協
定
の
規
定
に
基
づ
い
て
保
護
さ

れ
る
。
た
だ
し
、
提
供
締
約
国
政
府
の
書
面
に
よ
る
別
段
の
承
認
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
五
条

秘
密
指
定
及
び
表
示

１

こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
提
供
さ
れ
る
秘
密
情
報
に
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
秘
密
指
定
を
表
示
す
る
。

ａ

日
本
国
政
府
に
あ
っ
て
は
、秘
密
情
報
は
、「
極
秘（
機
密
）」、「
特
定
秘
密（
機
密
）」、「
極
秘
」、「
特
定
秘
密
」、「
秘
」

又
は
「
重
要
経
済
安
保
情
報
」
と
表
示
さ
れ
る
。

ｂ

カ
ナ
ダ
政
府
に
あ
っ
て
は
、
秘
密
情
報
は
、「T

O
P
S
E
C
R
E
T

」、「T
R
E 
S
S
E
C
R
E
T

」、「S
E
C
R
E
T

」、

「C
O
N
F
ID
E
N
T
IA
L

」
又
は
「C

O
N
F
ID
E
N
T
IE
L

」
と
表
示
さ
れ
る
。

２

日
本
国
政
府
は
、
保
護
さ
れ
る
情
報
に
対
応
す
る
秘
密
指
定
は
な
い
が
、
両
締
約
国
政
府
が
相
互
に
別
段
の
決
定

を
行
う
場
合
を
除
く
ほ
か
、「P

R
O
T
E
C
T
E
D
C

」
又
は
「P

R
O
T
E 
G
E 
C

」と
表
示
さ
れ
た
カ
ナ
ダ
の
情
報
を「
極

秘
」
又
は
「
特
定
秘
密
」
と
し
て
、
及
び
「P

R
O
T
E
C
T
E
D
B

」、「P
R
O
T
E 
G
E 
B

」、「P
R
O
T
E
C
T
E
D
A

」
又

は
「P

R
O
T
E 
G
E 
A

」
と
表
示
さ
れ
た
カ
ナ
ダ
の
情
報
を
「
秘
」
と
し
て
、
取
り
扱
い
、
及
び
保
護
す
る
。

３

表
示
が
物
理
的
に
不
可
能
な
秘
密
情
報
に
つ
い
て
は
、
提
供
締
約
国
政
府
は
、
受
領
締
約
国
政
府
に
対
し
て
秘
密

指
定
を
通
報
す
る
。
提
供
締
約
国
政
府
は
、
受
領
締
約
国
政
府
の
要
請
が
あ
る
場
合
に
は
、
書
面
に
よ
り
秘
密
指
定

を
通
報
す
る
。

４

受
領
締
約
国
政
府
は
、
実
行
可
能
な
場
合
に
は
、
全
て
の
送
付
済
秘
密
情
報
に
、
提
供
締
約
国
政
府
名
並
び
に
５

及
び
６
に
規
定
す
る
受
領
締
約
国
政
府
の
対
応
す
る
秘
密
指
定
を
表
示
す
る
。

〇
総
務
省
告
示
第
八
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
九
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次

の
と
お
り
特
定
国
外
派
遣
組
織
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

総
務
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

片
山
さ
つ
き

一

名

称

令
和
七
年
度
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
に
対
す
る
能
力
構
築
支
援
（
Ｐ
Ｋ
Ｏ
（
施
設
））派
遣
事
業

参
加
部
隊

二

国
外
派
遣
期
間

令
和
八
年
一
月
十
七
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
日
ま
で

三

派
遣
人
数
（
概
数
）

十
四
人
程
度

四

派

遣

地

域

カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国

〇
外
務
省
告
示
第
十
四
号

令
和
七
年
七
月
八
日
に
東
京
で
、
情
報
の
保
護
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
カ
ナ
ダ
政
府
と
の
間
の
協
定
の
署
名
が
行

わ
れ
、
同
協
定
は
、
令
和
八
年
一
月
十
五
日
に
効
力
を
生
じ
た
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

外
務
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

木
原

稔

情
報
の
保
護
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
カ
ナ
ダ
政
府
と
の
間
の
協
定

前
文

日
本
国
政
府
及
び
カ
ナ
ダ
政
府
（
以
下
「
両
締
約
国
政
府
」
と
い
い
、
個
別
に
「
締
約
国
政
府
」
と
い
う
。）は
、

両
締
約
国
政
府
の
間
で
交
換
さ
れ
る
秘
密
の
情
報
が
相
互
に
保
護
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
を
希
望
し
て
、

次
の
と
お
り
協
定
し
た
。

第
一
条

適
用
範
囲

１

こ
の
協
定
の
い
か
な
る
規
定
も
、
両
締
約
国
政
府
の
間
の
情
報
の
交
換
を
強
い
る
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

こ
の
協
定
は
、
両
締
約
国
間
で
効
力
を
有
す
る
現
行
の
二
国
間
協
定
の
実
施
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

第
二
条

定
義

こ
の
協
定
の
適
用
上
、

ａ

「
秘
密
情
報
」
と
は
、
締
約
国
政
府
に
よ
っ
て
秘
密
指
定
を
与
え
ら
れ
る
情
報
で
あ
っ
て
、
提
供
締
約
国
の
国

内
法
令
及
び
手
続
に
従
っ
て
、
提
供
締
約
国
の
国
家
安
全
保
障
の
た
め
許
可
さ
れ
て
い
な
い
開
示
、
ア
ク
セ
ス
又

は
破
壊
か
ら
の
保
護
を
必
要
と
す
る
も
の
を
い
う
。
こ
の
秘
密
情
報
は
、
口
頭
、
映
像
、
電
子
、
磁
気
若
し
く
は

文
書
の
形
態
又
は
資
材
、
装
備
若
し
く
は
技
術
の
形
態
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
形
態
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ナ
ダ

政
府
に
つ
い
て
は
、
こ
の
協
定
に
お
い
て
秘
密
情
報
と
い
う
と
き
は
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、

カ
ナ
ダ
の
保
護
さ
れ
る
情
報
も
含
む
。





６

２
の
規
定
に
関
し
、
カ
ナ
ダ
の
保
護
さ
れ
る
情
報
の
秘
密
指
定
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

日
本
国

カ
ナ
ダ

対
応
す
る
秘
密
指
定
は
な
い
が
、
両
締
約
国
政
府

が
相
互
に
別
段
の
決
定
を
行
う
場
合
を
除
く
ほ
か
、

極
秘
又
は
特
定
秘
密
と
し
て
保
護
す
る
。

P
R
O
T
E
C
T
E
D
C ／
P
R
O
T
E 
G
E 
C

対
応
す
る
秘
密
指
定
は
な
い
が
、
両
締
約
国
政
府

が
相
互
に
別
段
の
決
定
を
行
う
場
合
を
除
く
ほ
か
、

秘
と
し
て
保
護
す
る
。

P
R
O
T
E
C
T
E
D
B
／
P
R
O
T
E 
G
E 
B

対
応
す
る
秘
密
指
定
は
な
い
が
、
両
締
約
国
政
府

が
相
互
に
別
段
の
決
定
を
行
う
場
合
を
除
く
ほ
か
、

秘
と
し
て
保
護
す
る
。

P
R
O
T
E
C
T
E
D
A
／
P
R
O
T
E 
G
E 
A

令和年月日 金曜日 第号官 報

第
六
条

国
家
秘
密
保
持
当
局
及
び
権
限
の
あ
る
当
局

１

国
家
秘
密
保
持
当
局
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ａ

日
本
国
政
府
に
つ
い
て
は
、
外
務
省

ｂ

カ
ナ
ダ
政
府
に
つ
い
て
は
、
公
共
事
業
・
政
府
サ
ー
ビ
ス
省
又
は
そ
の
後
継
機
関

２

国
家
秘
密
保
持
当
局
及
び
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
そ
の
権
限
の
範
囲
内
で
、こ
の
協
定
の
実
施
状
況
を
把
握
す
る
。

３

両
締
約
国
政
府
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
締
約
国
政
府
の
権
限
の
あ
る
当
局
を
外
交
上
の
経
路
を
通
じ
て
書
面
に
よ
り
相

互
に
通
報
す
る
。

第
七
条

送
付
済
秘
密
情
報
を
保
護
す
る
た
め
の
原
則

１

受
領
締
約
国
政
府
は
、
提
供
締
約
国
政
府
の
事
前
の
書
面
に
よ
る
承
認
を
得
る
こ
と
な
く
、
第
三
者
に
対
し
て
送

付
済
秘
密
情
報
を
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

受
領
締
約
国
政
府
は
、
自
国
の
国
内
法
令
及
び
手
続
に
従
っ
て
、
送
付
済
秘
密
情
報
に
つ
い
て
、
対
応
す
る
秘
密

指
定
の
水
準
に
お
い
て
自
国
の
秘
密
情
報
に
与
え
て
い
る
保
護
と
同
じ
水
準
の
保
護
を
与
え
る
。

３

受
領
締
約
国
政
府
は
、
提
供
締
約
国
政
府
の
事
前
の
書
面
に
よ
る
承
認
を
得
る
こ
と
な
く
、
送
付
済
秘
密
情
報
が

提
供
さ
れ
た
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
、
当
該
送
付
済
秘
密
情
報
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

４

提
供
締
約
国
政
府
は
、
受
領
締
約
国
政
府
に
よ
る
送
付
済
秘
密
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
係
る
追
加
的
な
制
限
並
び

に
送
付
済
秘
密
情
報
の
使
用
、
開
示
及
び
提
供
に
係
る
追
加
的
な
制
限
を
書
面
に
よ
り
定
め
る
こ
と
が
で
き
、ま
た
、

受
領
締
約
国
政
府
は
、
こ
れ
ら
の
制
限
に
従
う
。

５

受
領
締
約
国
政
府
は
、
自
国
の
国
内
法
令
及
び
手
続
に
従
っ
て
、
送
付
済
秘
密
情
報
に
関
係
す
る
特
許
権
、
著
作

権
又
は
企
業
秘
密
の
よ
う
な
知
的
財
産
権
を
遵
守
す
る
。

６

各
締
約
国
政
府
は
、
秘
密
情
報
取
扱
資
格
を
有
し
て
お
り
、
か
つ
、
秘
密
情
報
及
び
送
付
済
秘
密
情
報
に
ア
ク
セ

ス
す
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
て
い
る
個
人
の
登
録
簿
を
保
持
す
る
。

７

受
領
締
約
国
政
府
は
、
送
付
済
秘
密
情
報
の
配
布
及
び
送
付
済
秘
密
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
管
理
す
る
た
め
に
、

送
付
済
秘
密
情
報
の
識
別
、
所
在
、
目
録
及
び
管
理
の
手
続
を
設
定
す
る
。

８

提
供
締
約
国
政
府
は
、
受
領
締
約
国
政
府
に
提
供
し
た
送
付
済
秘
密
情
報
の
秘
密
指
定
の
そ
の
後
の
変
更
に
つ
い

て
、
受
領
締
約
国
政
府
に
通
報
す
る
。

第
八
条

送
付
済
秘
密
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス

１

い
か
な
る
個
人
も
、
階
級
、
地
位
又
は
秘
密
情
報
取
扱
資
格
の
み
に
よ
り
、
送
付
済
秘
密
情
報
に
ア
ク
セ
ス
す
る

権
利
を
有
し
な
い
も
の
と
す
る
。

２

送
付
済
秘
密
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
、
知
る
必
要
が
あ
り
、
か
つ
、
受
領
締
約
国
の
国
内
法
令
及
び
手
続
に
従
っ

て
秘
密
情
報
取
扱
資
格
を
付
与
さ
れ
た
個
人
に
対
し
て
の
み
認
め
ら
れ
る
。

３

受
領
締
約
国
政
府
は
、
個
人
に
対
し
て
秘
密
情
報
取
扱
資
格
を
付
与
す
る
決
定
が
、
国
家
安
全
保
障
上
の
利
益
と

合
致
し
、
及
び
当
該
個
人
が
送
付
済
秘
密
情
報
を
取
り
扱
う
に
当
た
り
信
用
で
き
、
か
つ
、
信
頼
し
得
る
か
否
か
を

示
す
全
て
の
関
連
す
る
情
報
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
適
当
な
措
置
を
と
る
。

４

受
領
締
約
国
政
府
は
、
送
付
済
秘
密
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
認
め
よ
う
と
す
る
個
人
に
関
し
、
３
に
規
定
す
る
基

準
が
満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
自
国
の
国
内
法
令
及
び
手
続
に
従
っ
て
適
当
な
措
置
を
と
る
。

５

提
供
締
約
国
政
府
の
代
表
者
が
受
領
締
約
国
政
府
の
代
表
者
に
対
し
秘
密
情
報
を
提
供
す
る
前
に
、
提
供
締
約
国

政
府
は
、
受
領
締
約
国
政
府
の
関
係
す
る
権
限
の
あ
る
当
局
か
ら
、
予
定
さ
れ
る
受
領
者
が
、
知
る
必
要
が
あ
り
、

か
つ
、
必
要
な
水
準
の
秘
密
情
報
取
扱
資
格
で
あ
っ
て
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
対
応
す
る
秘
密
指
定
の
水
準
に
応

じ
た
も
の
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
保
証
を
得
る
。

第
九
条

訪
問
手
続

１

一
方
の
締
約
国
政
府
の
個
人
が
他
方
の
締
約
国
政
府
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
て
い
る
秘
密
情
報
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ

と
を
伴
う
訪
問
は
、
当
該
他
方
の
締
約
国
政
府
の
事
前
の
承
認
に
よ
っ
て
の
み
行
わ
れ
る
。
当
該
訪
問
の
承
認
は
、

知
る
必
要
が
あ
り
、
か
つ
、
前
条
に
定
め
る
必
要
な
水
準
の
秘
密
情
報
取
扱
資
格
を
有
す
る
当
該
個
人
に
対
し
て
の

み
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

訪
問
の
申
請
は
、
訪
問
を
行
う
一
方
の
締
約
国
政
府
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
よ
り
、
政
府
間
の
経
路
を
通
じ
て
、

他
方
の
締
約
国
政
府
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
対
し
て
提
出
さ
れ
る
。
当
該
申
請
に
は
、
訪
問
を
行
う
個
人
が
、
知
る

必
要
が
あ
り
、
か
つ
、
前
条
に
定
め
る
必
要
な
水
準
の
秘
密
情
報
取
扱
資
格
を
有
す
る
こ
と
の
証
明
を
含
め
る
。

第
十
条

秘
密
情
報
の
送
付

秘
密
情
報
は
、
政
府
間
の
経
路
を
通
じ
て
両
締
約
国
政
府
の
間
で
送
付
さ
れ
る
。
提
供
締
約
国
政
府
は
、
自
国
の
国

内
法
令
及
び
手
続
に
従
い
、
全
て
の
秘
密
情
報
の
保
管
、
管
理
及
び
秘
密
保
持
に
つ
い
て
、
受
領
締
約
国
政
府
が
当
該

秘
密
情
報
を
受
領
す
る
ま
で
責
任
を
有
す
る
。

第
十
一
条

秘
密
情
報
が
送
付
さ
れ
て
い
る
間
の
秘
密
保
持
の
義
務

両
締
約
国
政
府
の
間
で
送
付
さ
れ
て
い
る
間
の
秘
密
情
報
の
秘
密
保
持
に
関
す
る
最
低
限
の
義
務
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

ａ

文
書
そ
の
他
の
媒
体
の
形
態
を
と
る
秘
密
情
報
に
つ
い
て
は
、

秘
密
情
報
は
、
封
印
さ
れ
た
又
は
不
正
な
開
封
を
表
示
す
る
封
筒
で
あ
っ
て
、
別
の
封
印
さ
れ
た
若
し
く
は

不
正
な
開
封
を
表
示
す
る
封
筒
又
は
秘
密
保
持
袋
に
封
入
さ
れ
た
も
の
に
入
れ
て
送
付
さ
れ
る
。
封
入
さ
れ
た

封
筒
に
は
、当
該
文
書
そ
の
他
の
媒
体
の
秘
密
指
定
及
び
受
領
予
定
者
の
属
す
る
組
織
の
住
所
の
み
を
記
載
し
、

外
側
の
封
筒
又
は
秘
密
保
持
袋
に
は
、
当
該
受
領
予
定
者
の
属
す
る
組
織
の
住
所
、
発
送
者
の
属
す
る
組
織
の

住
所
及
び
適
当
な
場
合
に
は
登
録
番
号
を
記
載
す
る
。

封
入
さ
れ
た
文
書
そ
の
他
の
媒
体
の
秘
密
指
定
は
、
外
側
の
封
筒
又
は
秘
密
保
持
袋
に
は
表
示
し
て
は
な
ら

な
い
。

秘
密
情
報
を
入
れ
た
包
み
の
た
め
に
受
領
証
が
用
意
さ
れ
る
。
封
入
さ
れ
た
秘
密
情
報
の
受
領
証
は
、
受
領

締
約
国
政
府
の
最
終
の
受
領
者
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
、
提
供
締
約
国
政
府
の
発
送
者
に
返
送
さ
れ
る
。

ｂ

装
備
の
形
態
を
と
り
、
又
は
装
備
に
含
ま
れ
る
秘
密
情
報
に
つ
い
て
は
、

秘
密
情
報
は
、
そ
の
内
容
が
識
別
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
、
封
印
さ
れ
、
か
つ
、
被
覆
さ
れ
た
輸

送
手
段
に
よ
り
送
付
さ
れ
、
又
は
確
実
に
包
装
さ
れ
、
若
し
く
は
保
護
さ
れ
る
も
の
と
し
、
許
可
さ
れ
て
い
な

い
個
人
に
よ
る
ア
ク
セ
ス
を
防
止
す
る
た
め
に
、
継
続
的
な
管
理
の
下
に
置
か
れ
る
。

秘
密
情
報
は
、
発
送
を
待
つ
間
、
当
該
秘
密
情
報
の
秘
密
指
定
の
水
準
に
応
じ
た
保
護
を
与
え
る
保
護
さ
れ

た
保
管
区
域
に
置
か
れ
る
。
必
要
な
水
準
の
秘
密
情
報
取
扱
資
格
を
有
す
る
許
可
さ
れ
て
い
る
個
人
の
み
が
、

当
該
装
備
に
ア
ク
セ
ス
す
る
も
の
と
す
る
。

受
領
証
は
、
秘
密
情
報
が
送
付
さ
れ
て
い
る
間
に
そ
の
管
理
者
が
変
わ
る
場
合
に
は
そ
の
都
度
及
び
秘
密
情

報
が
受
領
締
約
国
政
府
の
最
終
の
受
領
者
に
引
き
渡
さ
れ
る
場
合
に
取
得
さ
れ
る
。
全
て
の
受
領
証
は
、
提
供

締
約
国
政
府
の
発
送
者
に
返
送
さ
れ
る
。

ｃ

電
子
的
送
付
に
つ
い
て
は
、

秘
密
情
報
は
、
送
付
さ
れ
て
い
る
間
、
該
当
す
る
秘
密
指
定
の
水
準
に
照
ら
し
て
適
当
な
暗
号
を
使
用
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
。
送
付
済
秘
密
情
報
の
処
理
若
し
く
は
保
管
又
は
秘
密
情
報
の
伝
達
を
行
う
た
め

の
情
報
シ
ス
テ
ム
の
基
準
は
、
当
該
情
報
シ
ス
テ
ム
を
採
用
す
る
締
約
国
政
府
の
適
当
な
当
局
に
よ
る
秘
密
保

持
に
関
す
る
認
定
を
受
け
る
。

受
領
締
約
国
政
府
は
、
送
付
済
秘
密
情
報
の
受
領
に
つ
い
て
の
記
録
を
保
持
す
る
。
こ
の
記
録
は
、
提
供
締

約
国
政
府
が
要
請
し
た
場
合
に
は
、
提
供
締
約
国
政
府
に
提
供
さ
れ
る
。





令和年月日 金曜日 第号官 報

第
十
二
条

施
設
の
保
安

１

各
締
約
国
政
府
は
、
送
付
済
秘
密
情
報
が
保
管
さ
れ
て
い
る
全
て
の
政
府
の
施
設
の
保
安
に
責
任
を
有
す
る
も
の

と
す
る
。

２

受
領
締
約
国
政
府
は
、
政
府
の
各
施
設
に
つ
い
て
、
送
付
済
秘
密
情
報
の
管
理
及
び
保
護
の
責
任
及
び
権
限
を
有

す
る
政
府
職
員
を
任
命
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
。

第
十
三
条

送
付
済
秘
密
情
報
の
保
管

受
領
締
約
国
政
府
は
、
第
八
条
の
規
定
に
従
い
許
可
さ
れ
て
い
る
個
人
に
対
し
て
の
み
ア
ク
セ
ス
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
を
確
保
す
る
方
法
に
よ
っ
て
送
付
済
秘
密
情
報
を
保
管
す
る
。

第
十
四
条

送
付
済
秘
密
情
報
の
破
壊

送
付
済
秘
密
情
報
は
、
提
供
さ
れ
た
目
的
に
照
ら
し
て
保
持
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
受
領
締
約
国
政

府
に
よ
り
、
自
国
の
国
内
法
令
及
び
手
続
に
従
い
、
当
該
送
付
済
秘
密
情
報
の
全
部
又
は
一
部
の
復
元
を
防
止
す
る
方

法
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
る
。

第
十
五
条

送
付
済
秘
密
情
報
の
複
製

受
領
締
約
国
政
府
は
、
文
書
そ
の
他
の
媒
体
の
形
態
を
と
る
送
付
済
秘
密
情
報
を
複
製
す
る
場
合
に
は
、
当
該
送
付

済
秘
密
情
報
に
適
用
さ
れ
る
全
て
の
元
の
秘
密
指
定
の
表
示
に
つ
い
て
も
、
複
製
し
、
又
は
各
複
製
物
に
表
示
す
る
。

受
領
締
約
国
政
府
は
、
あ
ら
ゆ
る
複
製
さ
れ
た
送
付
済
秘
密
情
報
を
送
付
済
秘
密
情
報
の
原
本
と
同
じ
管
理
の
下
に
置

く
。
受
領
締
約
国
政
府
は
、
複
製
物
の
数
を
公
用
の
目
的
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
数
に
限
定
す
る
。

第
十
六
条

送
付
済
秘
密
情
報
の
翻
訳

受
領
締
約
国
政
府
は
、
送
付
済
秘
密
情
報
の
翻
訳
が
、
知
る
必
要
が
あ
り
、
か
つ
、
第
八
条
に
定
め
る
必
要
な
水
準

の
秘
密
情
報
取
扱
資
格
を
有
す
る
個
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
。
受
領
締
約
国
政
府
は
、
当
該
翻
訳
の

複
製
物
の
数
を
最
小
限
に
と
ど
め
、
及
び
そ
の
配
布
を
管
理
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
翻
訳
に
は
、
提
供
締
約
国
政
府
の
元
の

秘
密
指
定
に
対
応
す
る
受
領
締
約
国
政
府
の
秘
密
指
定
を
表
示
す
る
も
の
と
し
、
か
つ
、
当
該
翻
訳
が
送
付
済
秘
密
情

報
を
含
む
こ
と
を
示
す
適
当
な
注
釈
を
当
該
翻
訳
を
作
成
し
た
言
語
に
よ
り
付
す
も
の
と
す
る
。受
領
締
約
国
政
府
は
、

当
該
翻
訳
を
送
付
済
秘
密
情
報
の
原
本
と
同
じ
管
理
の
下
に
置
く
。

第
十
七
条

契
約
者
へ
の
送
付
済
秘
密
情
報
の
提
供

受
領
締
約
国
政
府
は
、
送
付
済
秘
密
情
報
を
契
約
者
に
対
し
て
提
供
す
る
前
に
、
自
国
の
国
内
法
令
及
び
手
続
に
従

い
、
次
の
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
適
当
な
措
置
を
と
る
。

ａ

契
約
者
の
施
設
が
、
該
当
す
る
秘
密
指
定
の
水
準
に
お
い
て
送
付
済
秘
密
情
報
を
保
護
す
る
能
力
を
有
す
る
こ

と
。

ｂ

送
付
済
秘
密
情
報
に
ア
ク
セ
ス
す
る
全
て
の
個
人
が
、
送
付
済
秘
密
情
報
を
保
護
す
る
た
め
の
自
己
の
責
任
に

つ
い
て
通
知
さ
れ
る
こ
と
。

ｃ

契
約
者
が
送
付
済
秘
密
情
報
の
全
部
又
は
一
部
を
使
用
し
て
作
成
す
る
情
報
が
、
送
付
済
秘
密
情
報
の
使
用
、

保
管
、
破
壊
及
び
開
示
に
関
す
る
こ
の
協
定
の
関
連
す
る
規
定
に
従
っ
て
、
当
該
送
付
済
秘
密
情
報
の
原
本
と
同

等
の
受
領
締
約
国
政
府
の
秘
密
指
定
の
水
準
で
表
示
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
原
本
と
同
等
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
。

ｄ

受
領
締
約
国
政
府
の
権
限
の
あ
る
当
局
が
、
送
付
済
秘
密
情
報
が
こ
の
協
定
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
方
法
と
同

様
の
方
法
に
よ
っ
て
適
切
に
保
護
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
送
付
済
秘
密
情
報
が
保
管
さ
れ
、
又
は
送
付

済
秘
密
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
行
わ
れ
る
各
契
約
者
の
施
設
に
お
い
て
、
最
初
の
及
び
定
期
的
な
保
安
検
査
を
実

施
す
る
こ
と
。

ｅ

権
限
の
あ
る
当
局
が
、
秘
密
情
報
取
扱
資
格
を
有
し
、
か
つ
、
送
付
済
秘
密
情
報
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
を
許

可
さ
れ
て
い
る
個
人
の
登
録
簿
に
つ
い
て
、
送
付
済
秘
密
情
報
が
保
管
さ
れ
、
又
は
送
付
済
秘
密
情
報
へ
の
ア
ク

セ
ス
が
行
わ
れ
る
各
契
約
者
の
施
設
に
お
い
て
保
持
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
。

ｆ

権
限
の
あ
る
当
局
が
、
送
付
済
秘
密
情
報
の
管
理
及
び
保
護
の
責
任
及
び
権
限
を
有
す
る
個
人
が
各
契
約
者
の

施
設
に
お
い
て
任
命
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
。

ｇ

権
限
の
あ
る
当
局
が
、
契
約
者
が
こ
の
協
定
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
方
法
と
同
様
の
方
法
に
よ
っ
て
送
付
済
秘

密
情
報
の
保
護
の
た
め
に
必
要
な
秘
密
保
持
の
措
置
を
適
用
し
、
及
び
維
持
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
。

第
十
八
条

送
付
済
秘
密
情
報
の
紛
失
又
は
漏
せ
つ

１

受
領
締
約
国
政
府
は
、
送
付
済
秘
密
情
報
が
紛
失
し
、
漏
せ
つ
し
、
若
し
く
は
許
可
さ
れ
て
い
な
い
個
人
若
し
く

は
法
人
に
開
示
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
か
、
又
は
こ
れ
ら
を
疑
う
に
足
り
る
根
拠
が
あ
る
あ
ら
ゆ
る
事
例
を

調
査
す
る
。

２

受
領
締
約
国
政
府
は
、
送
付
済
秘
密
情
報
の
あ
ら
ゆ
る
紛
失
、漏
せ
つ
又
は
許
可
さ
れ
て
い
な
い
開
示
及
び
紛
失
、

漏
せ
つ
又
は
許
可
さ
れ
て
い
な
い
開
示
の
疑
い
に
つ
い
て
提
供
締
約
国
政
府
に
迅
速
か
つ
十
分
に
通
報
す
る
。

３

受
領
締
約
国
政
府
は
、
１
に
規
定
す
る
調
査
の
最
終
結
果
及
び
再
発
を
防
止
す
る
た
め
に
と
ら
れ
る
措
置
の
詳
細

を
、
書
面
に
よ
り
提
供
締
約
国
政
府
に
提
供
す
る
。

第
十
九
条

手
続
取
決
め
及
び
実
施
取
決
め

１

両
締
約
国
政
府
は
、
こ
の
協
定
に
従
属
し
、
か
つ
、
こ
の
協
定
を
実
施
す
る
た
め
の
補
足
的
な
規
定
を
定
め
る
手

続
取
決
め
を
作
成
す
る
。

２

権
限
の
あ
る
当
局
は
、
そ
の
権
限
の
範
囲
内
で
、
こ
の
協
定
に
従
属
し
、
か
つ
、
こ
の
協
定
を
実
施
す
る
た
め
の

補
足
的
な
規
定
を
定
め
る
実
施
取
決
め
を
相
互
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
条

紛
争
及
び
協
議

１

両
締
約
国
政
府
は
、
こ
の
協
定
の
実
施
に
関
し
相
互
に
協
議
す
る
。

２

こ
の
協
定
、
手
続
取
決
め
及
び
実
施
取
決
め
の
解
釈
又
は
適
用
に
関
す
る
い
か
な
る
事
項
も
、
両
締
約
国
政
府
の

間
の
協
議
に
よ
っ
て
の
み
解
決
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

３

両
締
約
国
政
府
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
実
施
取
決
め
の
実
施
に
関
し
て
生
ず
る
意
見
の
相
違
を
、
当
該
権
限
の

あ
る
当
局
の
間
の
協
議
に
よ
っ
て
解
決
す
る
も
の
と
す
る
。

４

３
の
規
定
に
従
っ
て
意
見
の
相
違
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
問
題
は
、
２
の
規
定
に
従
っ

て
解
決
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
一
条

秘
密
保
持
に
係
る
代
表
者
に
よ
る
訪
問

こ
の
協
定
の
履
行
に
つ
い
て
は
、
両
締
約
国
政
府
の
秘
密
保
持
に
係
る
代
表
者
に
よ
る
相
互
訪
問
を
通
じ
て
促
進
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
両
締
約
国
政
府
が
相
互
に
同
意
す
る
場
合
に
は
、各
締
約
国
政
府
の
秘
密
保
持
に
係
る
代
表
者
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
秘
密
保
持
制
度
が
適
当
な
程
度
に
同
等
の
も
の
と
な
る
こ
と
を
達
成
す
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
秘
密
保
持

の
手
続
に
つ
い
て
議
論
し
、
及
び
そ
の
実
施
を
視
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
他
方
の
締
約
国
政
府
の
施
設
を
訪
問

す
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
る
。

第
二
十
二
条

費
用

各
締
約
国
政
府
は
、
自
国
の
国
内
法
令
及
び
手
続
に
従
い
、
か
つ
、
自
国
の
毎
年
の
予
算
の
範
囲
内
で
、
こ
の
協
定

に
基
づ
く
自
国
の
義
務
の
履
行
に
お
い
て
生
ず
る
自
己
の
費
用
を
負
担
す
る
。

第
二
十
三
条

効
力
発
生
、
改
正
、
有
効
期
間
及
び
終
了

１

こ
の
協
定
は
、
両
締
約
国
政
府
が
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
た
め
に
必
要
な
そ
れ
ぞ
れ
の
国
内
手
続
が
完
了
し
た

旨
を
相
互
に
通
告
す
る
た
め
に
交
換
す
る
外
交
上
の
公
文
の
日
付
の
う
ち
、
最
後
の
日
付
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
。

２

こ
の
協
定
は
、
両
締
約
国
政
府
の
間
の
書
面
に
よ
る
合
意
に
よ
っ
て
改
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
協
定
の
改

正
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
た
め
の
手
続
と
同
様
の
手
続
に
従
う
。

３

こ
の
協
定
は
、
一
年
間
効
力
を
有
し
、
一
方
の
締
約
国
政
府
が
他
方
の
締
約
国
政
府
に
対
し
こ
の
協
定
を
終
了
さ

せ
る
意
思
を
そ
れ
ぞ
れ
の
一
年
の
期
間
が
満
了
す
る
少
な
く
と
も
九
十
日
前
に
外
交
上
の
経
路
を
通
じ
て
書
面
に
よ

り
通
告
し
な
い
限
り
、
そ
の
効
力
は
、
一
年
間
ず
つ
自
動
的
に
延
長
さ
れ
る
。

４

こ
の
協
定
の
終
了
の
後
に
お
い
て
も
、
こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
提
供
さ
れ
た
全
て
の
送
付
済
秘
密
情
報
は
、
引
き

続
き
こ
の
協
定
の
規
定
に
従
っ
て
保
護
さ
れ
る
。

以
上
の
証
拠
と
し
て
、
下
名
は
、
各
自
の
政
府
か
ら
正
当
に
委
任
を
受
け
て
こ
の
協
定
に
署
名
し
た
。

二
千
二
十
五
年
七
月
八
日
に
東
京
で
、
ひ
と
し
く
正
文
で
あ
る
日
本
語
、
英
語
及
び
フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
り
本
書
二
通

を
作
成
し
た
。

日
本
国
政
府
の
た
め
に

岩
屋
毅

カ
ナ
ダ
政
府
の
た
め
に

ア
ニ
ー
タ
・
ア
ナ
ン
ド


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官
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１ 登録番号、肥料の種類及び名称並びに生産業者、輸入業者又は登録外国生産業者及び国内管理人
の名称及び住所
有効期間が３年であるもの
登録番号 肥料の種類 肥 料 の 名 称 名 称 住 所
生第109797号 化成肥料 くみあい苦土入り複合

硝加燐安HS121
ホクレン肥料株式会
社

北海道札幌市中央区北
４条西１丁目１番地

生第109825号 液状肥料 亜りん酸カルシウム液
肥

有限会社エーリン 大阪府大阪市福島区玉
川四丁目10番19号シン
セイビル33号室

生第109826号 液状肥料 PK液肥特号MkⅡ 緑産業株式会社 大阪府大阪市福島区玉
川四丁目10番19号シン
セイビル33号室

輸第109842号 化成肥料 有機入り化成肥料NS
189B

シーアイマテックス
株式会社

東京都港区芝三丁目８
番２号

輸第109843号 化成肥料 有機入り化成肥料NS
398B

シーアイマテックス
株式会社

東京都港区芝三丁目８
番２号

有効期間が６年であるもの
登録番号 肥料の種類 肥 料 の 名 称 名 称 住 所
生第109805号 化成肥料 ホウ素入り高度化成

NS247号
エムシー・ファー
ティコム株式会社

東京都千代田区麹町一
丁目10番地

生第109806号 化成肥料 追肥化成450号 エムシー・ファー
ティコム株式会社

東京都千代田区麹町一
丁目10番地

生第109808号 化成肥料 苦土有機入り化成8222 瀬戸内ケミカル有限
会社

岡山県笠岡市神島外浦
3675番地の１

生第109809号 液状肥料 welzo液肥525号 株式会社welzo 福岡県福岡市博多区博
多駅東一丁目14番３号

生第109824号 化成肥料 MA高度化成444 森六アグリ株式会社 徳島県徳島市川内町平
石若宮73番地の１

生第109827号 化成肥料 有機入り化成H22
１号

大東肥料株式会社 熊本県八代市鏡町鏡
1159番地３

生第109828号 化成肥料 有機入り化成H21
１号

大東肥料株式会社 熊本県八代市鏡町鏡
1159番地３

生第109829号 混合りん酸肥
料

1.0混合りん酸肥料 朝日化工株式会社 富山県小矢部市下後亟
503番地１

生第109830号 化成肥料 くみあい尿素有機入り
アスパラ化成550

北海道肥料株式会社 北海道室蘭市築地町
148番地

生第109831号 化成肥料 高度化成680 日東エフシー株式会
社

愛知県名古屋市港区い
ろは町１丁目23番地

輸第109792号 混合微量要素
肥料

混合微量要素肥料2609
号

丸石株式会社 静岡県焼津市上新田
1035番地の１

輸第109793号 混合微量要素
肥料

混合微量要素肥料2614
号

丸石株式会社 静岡県焼津市上新田
1035番地の１

輸第109795号 尿素 尿素KG 鴻賀商事株式会社 岡山県岡山市北区広瀬
町３３島本ビル４階

輸第109798号 塩化アンモニ
ア

ロイヤル塩安 ロイヤル インダス
トリーズ株式会社

東京都狛江市和泉本町
１丁目15番19号

輸第109801号 尿素 尿素45 トミクラ産業株式会
社

兵庫県姫路市花田町高
木209番地の１

輸第109817号 混合りん酸肥
料

苦土リンプラス35 蝶理株式会社 大阪府大阪市中央区淡
路町四丁目２番13号

輸第109839号 硫酸アンモニ
ア

21.0硫酸アンモニア 有限会社茨城サング
リーン

茨城県神栖市波崎9445
番地４

輸第109840号 副産動植物質
肥料

YGBS液肥１号 株式会社ユタカグ
ローバル

東京都港区六本木四丁
目２番50号

輸第109841号 副産動植物質
肥料

YGBS粉末肥料１号 株式会社ユタカグ
ローバル

東京都港区六本木四丁
目２番50号

輸第109844号 被覆窒素肥料 被覆尿素42.0 阪和興業株式会社 大阪府大阪市中央区伏
見町四丁目３番９号

輸第109845号 尿素 尿素SSU 阪和興業株式会社 大阪府大阪市中央区伏
見町四丁目３番９号

外第109807号 炭酸マンガン
肥料

MIB PPRODUMAN ICL America do
Sul S.A.

ブラジル連邦共和国サ
ンパウロ州サンパウロ
市ドウトーラ・ルー
チ・カルドゾ通り8501

ICL JAPAN株式会
社
（国内管理人）

東京都文京区後楽二丁
目２番22号

２ 保証成分量その他の規格（肥料の品質の確保等に関する法律第４条第１項第３号に掲げる肥料に
あっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格）
肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格（肥料の品質の確保等に関する法律第４条第１項第３
号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格）は、次のとおりであ
る。
（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置い
て縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。）

１ 登録番号、肥料の種類及び名称並びに生産業者又は輸入業者の名称及び住所
有効期間が３年であるもの
登録番号 肥料の種類 肥 料 の 名 称 名 称 住 所
生第109838号 化成肥料 すくすく 023 Sタブ

レット
清和肥料工業株式会
社

大阪府大阪市中央区備
後町四丁目３番４号

生第109852号 汚泥肥料 ときわ13号 ときわ化研株式会社 福島県いわき市常磐関
船町宮下２番地の２

生第109855号 汚泥肥料 バイオの環βF01 ヤンマーホールディ
ングス株式会社

大阪府大阪市北区茶屋
町１番32号

生第109861号 化成肥料 富士高度化成肥料NS
658UF号

富士肥料株式会社 三重県四日市市西末広
町４番17号

有効期間が６年であるもの
登録番号 肥料の種類 肥 料 の 名 称 名 称 住 所
生第109818号 化成肥料 フレイヤ15 兼松アグリテック株

式会社
茨城県神栖市東深芝４
番地７

〇 農 林 水 産 省 告 示 第 四 十 六 号

肥 料 の 品 質 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 二 十 七 号 ） 第 七 条 第 一 項 （ 同 法 第 三 十 三

条 の 二 第 六 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に 基 づ き 、 令 和 七 年 十 一 月 二 十 五 日 付 け を も っ て

次 の よ う に 肥 料 を 登 録 し た の で 、 同 法 第 十 六 条 第 一 項 （ 同 法 第 三 十 三 条 の 二 第 六 項 に お い て 読 み 替 え

て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に 基 づ き 告 示 す る 。

令 和 八 年 一 月 十 六 日 農 林 水 産 大 臣 臨 時 代 理

国 務 大 臣 石 原 宏 高

〇 農 林 水 産 省 告 示 第 四 十 七 号

肥 料 の 品 質 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 二 十 七 号 ） 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、

令 和 七 年 十 二 月 十 日 付 け を も っ て 次 の よ う に 肥 料 を 登 録 し た の で 、 同 法 第 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ

き 告 示 す る 。

令 和 八 年 一 月 十 六 日 農 林 水 産 大 臣 臨 時 代 理

国 務 大 臣 石 原 宏 高





道 路 の 区 域

区 間 変 更 前

後 別 敷 地 の 幅 員 延 長 備 考

メ ー ト ル キ ロ メ ー ト ル

北 海 道 厚 岸 郡 厚 岸 町 尾 幌 一 七 七

一 番 か ら 同 町 糸 魚 沢 四 二 二 番 ま

で 前

Ａ 八 ･ 五 〇 〜 一 四 〇 ･ 〇 〇 二 三 ･ 八 五 三 上 記 Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ 及

び Ｄ は 、 関 係 図 面

に 表 示 す る 敷 地 の

区 分 を い う 。

Ｂ 一 四 ･ 三 九 〜 一 六 三 ･ 四 五 一 ･ 三 九 八

Ｃ 一 四 ･ 〇 〇 〜 二 〇 八 ･ 六 一 九 ･ 七 二 三

Ｄ 一 七 ･ 〇 〇 〜 一 八 五 ･ 五 〇 一 一 ･ 八 六 三

後

Ａ 八 ･ 五 〇 〜 一 四 〇 ･ 〇 〇 二 三 ･ 八 五 三

Ｂ 一 四 ･ 三 九 〜 一 六 三 ･ 四 五 一 ･ 三 九 八

Ｃ 一 四 ･ 〇 〇 〜 二 〇 八 ･ 六 一 九 ･ 七 二 三

Ｄ 一 七 ･ 〇 〇 〜 一 八 五 ･ 五 〇 一 一 ･ 八 六 三

図 面 縦 覧 場 所 北 海 道 開 発 局 及 び 同 局 釧 路 開 発 建 設 部

令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

生第109823号 液状肥料 トヨチュー液肥 ハイ
パーロング２

中島商事株式会社 愛知県豊明市沓掛町石
畑158番地

生第109832号 液状肥料 液状 HAYASHI
４号

林化学工業株式会社 滋賀県栗東市手原六丁
目200番地１

生第109835号 液状肥料 鉄力あくあFPC１ 愛知製鋼株式会社 愛知県東海市荒尾町ワ
ノ割１番地

生第109854号 鉱さいけい酸
質肥料

粉状徐冷スラグA 卜部産業株式会社 広島県福山市新浜町一
丁目５番15号

生第109862号 化成肥料 化成肥料ハイマックス
特855号

九鬼肥料工業株式会
社

三重県四日市市西末広
町４番17号

生第109863号 化成肥料 中日本シリカゲル入り
高度化成440

中日本肥料株式会社 愛知県名古屋市中村区
名駅５丁目23番12号

生第109878号 液状肥料 グリシントップN10 NCTアグリ株式会
社

東京都千代田区外神田
一丁目18番13号

輸第109819号 副産動植物質
肥料

グアミール 鹿児島プロフーズ株
式会社

鹿児島県いちき串木野
市大里2762番地

輸第109822号 干蚕蛹粉末 さなぎ粕 興和株式会社 愛知県名古屋市中区錦
三丁目６番29号

輸第109833号 熔成りん肥 17.0熔成りん肥 東山物産株式会社 大阪府藤井寺市岡２丁
目７番67号

輸第109834号 化成肥料 ブラック化成 ラクトップ有限会社 大阪府大阪市西区西本
町一丁目６番２号

輸第109847号 水酸化苦土肥
料

PCT60 啓和ファインマテリ
アル株式会社

岡山県備前市八木山
830番地

輸第109856号 化成肥料 有機入り化成H23号 大東肥料株式会社 熊本県八代市鏡町鏡
1159番地３

輸第109857号 化成肥料 有機入り化成H24号 大東肥料株式会社 熊本県八代市鏡町鏡
1159番地３

輸第109864号 化成肥料 第一リン酸加里 株式会社マル一 愛知県瀬戸市陶本町四
丁目６番地

輸第109865号 塩化加里 塩化加里１号 株式会社タクイ 岐阜県岐阜市長住町九
丁目11番地TANAKA
ビル901号室

輸第109866号 硫酸加里 硫酸加里１号 株式会社タクイ 岐阜県岐阜市長住町九
丁目11番地TANAKA
ビル901号室

輸第109875号 硝酸石灰 粒状硝酸石灰 LD国際商事株式会
社

東京都八王子市別所
１41１７702

輸第109876号 化成肥料 燐安10号 シーアイマテックス
株式会社

東京都港区芝三丁目８
番２号

輸第109877号 りん酸アンモ
ニア

燐安11号 シーアイマテックス
株式会社

東京都港区芝三丁目８
番２号

２ 保証成分量その他の規格（肥料の品質の確保等に関する法律第４条第１項第３号に掲げる肥料に
あっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格）
肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格（肥料の品質の確保等に関する法律第４条第１項第３
号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格）は、次のとおりであ
る。
（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置い
て縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。）

〇 国 土 交 通 省 告 示 第 四 十 四 号

船 舶 安 全 法 （ 昭 和 八 年 法 律 第 十 一 号 ） 第 六 条 ノ 五 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 令 和 七 年 十 二 月 十 九 日 付

け を も っ て 次 の よ う に 型 式 承 認 し た の で 、 船 舶 等 型 式 承 認 規 則 （ 昭 和 四 十 八 年 運 輸 省 令 第 五 十 号 ） 第

十 二 条 の 規 定 に 基 づ き 、 告 示 す る 。

令 和 八 年 一 月 十 六 日 国 土 交 通 大 臣 金 子 恭 之

型式承認
番号 物件の名称 物件の型式 製造者の名称 製 造 者 の 住 所

第5848号 膨脹式救命浮器
（内部収容型）

ＦＲＮＡＳ50
ＲＯ型

藤倉コンポジット
株式会社

東京都品川区西五反田八丁
目４番13号五反田ＪＰビル
ディング

第5849号 〃 ＦＲＮＡＳ84
ＲＯ型

〃 〃

〇 九 州 地 方 整 備 局 告 示 第 四 号

次 の よ う に 道 路 の 供 用 を 開 始 す る の で 、 道 路 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 百 八 十 号 ） 第 十 八 条 第 二 項 の

規 定 に 基 づ き 、 告 示 す る 。

そ の 関 係 図 面 は 、 令 和 八 年 一 月 十 六 日 か ら 二 週 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

令 和 八 年 一 月 十 六 日 九 州 地 方 整 備 局 長 垣 下 禎 裕

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 図 面 縦 覧 場 所

二 百 八 号 柳 川 市 大 和 町 塩 塚 字 深 町 一 三 〇 九 番 一 か ら 同 市 大 和 町 塩

塚 字 深 町 一 三 一 九 番 三 ま で

九 州 地 方 整 備 局 及 び 同 局 福

岡 国 道 事 務 所

供 用 開 始 の 期 日 令 和 八 年 一 月 十 六 日

〇 北 海 道 開 発 局 告 示 第 一 号

次 の よ う に 道 路 の 区 域 を 変 更 し た の で 、 道 路 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 百 八 十 号 ） 第 十 八 条 第 一 項 の

規 定 に 基 づ き 、 告 示 す る 。

そ の 関 係 図 面 は 、 令 和 八 年 一 月 十 六 日 か ら 二 週 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

令 和 八 年 一 月 十 六 日 北 海 道 開 発 局 長 遠 藤 達 哉

道 路 の 種 類 一 般 国 道

路 線 名 四 十 四 号

〇 北 海 道 開 発 局 告 示 第 二 号

次 の よ う に 道 路 の 供 用 を 開 始 す る の で 、 道 路 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 百 八 十 号 ） 第 十 八 条 第 二 項 の

規 定 に 基 づ き 、 告 示 す る 。

そ の 関 係 図 面 は 、 令 和 八 年 一 月 十 六 日 か ら 二 週 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

令 和 八 年 一 月 十 六 日 北 海 道 開 発 局 長 遠 藤 達 哉

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 図 面 縦 覧 場 所

四 百 五 十 三 号 北 海 道 有 珠 郡 壮 瞥 町 字 蟠 渓 一 二 番 二 か ら 同 町 字 上 久 保 内

一 九 七 番 四 ま で

北 海 道 開 発 局 及 び 同 局 室 蘭

開 発 建 設 部

供 用 開 始 の 期 日 令 和 八 年 一 月 十 六 日





人
事
異
動

官
庁
報
告

令和年月日 金曜日 第号官 報

官
庁
事
項

法

務

公
証
人
任
免

大
阪
法
務
局
所
属
公
証
人
橋
本
眞
一
は
願
に
よ
り
公
証

人
を
免
ぜ
ら
れ
た
。（
七
年
十
二
月
三
十
一
日
）

名
古
屋
法
務
局
所
属
公
証
人
久
保
豊
は
願
に
よ
り
公
証

人
を
免
ぜ
ら
れ
た
。

朝
日
貴
浩
は
公
証
人
に
任
命
さ
れ
、
名
古
屋
法
務
局
所

属
公
証
人
久
保
豊
の
後
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
。（
以
上
一
月
五

日
）（
法
務
省
）

労

働

最
低
賃
金
の
改
正
決
定
に
関
す
る
公
示

山
梨
労
働
局
最
低
賃
金
公
示
第
１
号

最
低
賃
金
法
（
昭
和
34年

法
律
第
137号

）
第
15条

第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
山
梨
県
電
子
部
品
・
デ
バ
イ

ス
・
電
子
回
路
、
電
気
機
械
器
具
、
情
報
通
信
機
械
器
具

製
造
業
最
低
賃
金
（
平
成
21年
山
梨
労
働
局
最
低
賃
金
公

示
第
３
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
決
定
を
し

た
の
で
、同
法
第
19条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
８
年
１
月
16
日山
梨
労
働
局
長
岩
﨑

充
第
４
号
中
「
１
時
間
1047円

」
を
「
１
時
間
1100円

」
に
改
め
る
。国

家
試
験

採
用
候
補
者
名
簿
の
有
効
期
間
の
満
了

人
事
院
規
則
８

12（
職
員
の
任
免
）
第
14条
第
１
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
下
記
に
掲
げ
る
採
用
試
験
の
結
果
に

基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
採
用
候
補
者
名
簿
の
有
効
期
間

は
、
令
和
８
年
１
月
15日
を
も
っ
て
満
了
し
た
。

令
和
８
年
１
月
16
日

人
事
院
人
材
局
企
画
課
長
澤
田
晃
一

記
2024年

度
海
上
保
安
学
校
学
生
採
用
試
験
（
航
空
課
程

区
分
）

2024年
度
海
上
保
安
大
学
校
学
生
採
用
試
験

2024年
度
気
象
大
学
校
学
生
採
用
試
験

令
和
７
年
度
特
定
侵
害
訴
訟
代
理
業
務
試
験
合
格
者

弁
理
士
法
施
行
規
則
（
平
成
12年

通
商
産
業
省
令
第

411号
）
第
20条

の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
７
年
度
特
定

侵
害
訴
訟
代
理
業
務
試
験
の
合
格
者
を
次
の
と
お
り
公
告

す
る
。
令
和
８
年
１
月
16
日

工
業
所
有
権
審
議
会
会
長
時
田
隆
仁

受
験
番
号

氏
名

受
験
番
号

氏
名

10001
平
井
隼
斗

10002
内
田
明
男

10003
中
重
善
文

10004
佐
々
木
貴
英

10005
山
本
睦
也

10006
大
森
伸
一

10009
鷲
塚

澪
10011

髙
野
佑
磨

10016
久
保
江
理
郁

10017
北
村
優
太

10019
今
井
正
敏

10020
田
中
湧
一
郎

10022
棚
田
明
典

10023
前
田
賢
謙

10024
大
坪
憲
司

10025
木
村
智
加

10026
内
宮
真
奈

10028
大
野
な
つ
み

10029
松
川
孝
光

10030
木
村
正
典

10031
村
絹
恵

10033
佐
藤
有
夏

10035
尾
仲
理
香

10036
長
生
昌
紘

10039
田
中
健
太
郎

10041
川
口
英
行

10045
渡

慧
介

10046
牧

省
吾

10049
滝
沢
和
雄

10050
三
条
晴
明

10052
髙
野
喜
光

10053
安
藤
あ
や
の

10054
加
藤
駿
一
郎

10056
町
野
曜
生

10060
久
保
田
雄
介

10062
田
中
合
紀

10066
山
本
悦
司

10067
南

毅
10068

大
川

亮
10073

末
広
尚
也

20003
吉
村
志
聡

20004
舩
曵
崇
章

20005
荒
田
秀
明

20006
高
山

望
20007

高
橋
俊
一

20008
畑
澤
匡
広

20009
渡
邊
あ
か
り

20010
朝
山
竜
雅

20011
田
中

樂
20013

山
口
佳
子

20015
田
中
康
太

20017
福
田
光
起

20018
服
部
真
典

20019
塚
本
悠
介

20020
田
中
洋
一

20021
有
川
智
章

20022
水
谷

歩
20026

村
上
大
毅

20027
白
井
あ
ゆ
み

20028
細
川
耀
司

以
上
60名

内

閣

〇
文
部
科
学
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

黄
川
田
仁
志

文
部
科
学
大
臣
松
本
洋
平
海
外
出
張
不
在
中
内
閣
法
第
十

条
の
規
定
に
よ
り
臨
時
に
文
部
科
学
大
臣
の
職
務
を
行
う

国
務
大
臣
に
指
定
す
る
（
一
月
十
三
日
）

〇
農
林
水
産
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

石
原

宏
高

農
林
水
産
大
臣
鈴
木
憲
和
海
外
出
張
不
在
中
内
閣
法
第
十

条
の
規
定
に
よ
り
臨
時
に
農
林
水
産
大
臣
の
職
務
を
行
う

国
務
大
臣
に
指
定
す
る
（
一
月
十
四
日
）

最
高
裁
判
所

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
・
東
京
簡

易
裁
判
所
判
事

小
川

賢
司

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
立
川
支
部
勤
務
を
命
ず
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

兼
ね
て
東
京
家
庭
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

東
京
家
庭
裁
判
所
立
川
支
部
勤
務
を
命
ず
る

立
川
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る
（
七
年
十
二
月
二
十
六

日
）

仙
台
家
庭
裁
判
所
判
事
・
仙
台
簡

易
裁
判
所
判
事

中
吉

徹
郎

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
兼
簡
易
裁
判
所
判
事

松
本

明
敏

仙
台
家
庭
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

仙
台
家
庭
裁
判
所
長
を
命
ず
る

仙
台
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

簡
易
裁
判
所
判
事
兼
判
事

男
澤

聡
子

川
越
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

川
越
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
司
法
行
政
事
務
を
掌
理
す
る

者
に
指
名
す
る

さ
い
た
ま
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

さ
い
た
ま
地
方
裁
判
所
川
越
支
部
勤
務
を
命
ず
る

さ
い
た
ま
地
方
裁
判
所
川
越
支
部
長
を
命
ず
る

兼
ね
て
さ
い
た
ま
家
庭
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

さ
い
た
ま
家
庭
裁
判
所
川
越
支
部
勤
務
を
命
ず
る

さ
い
た
ま
家
庭
裁
判
所
川
越
支
部
長
を
命
ず
る
（
以
上
七

年
十
二
月
二
十
八
日
）

大
阪
高
等
裁
判
所
判
事
・
大
阪
簡

易
裁
判
所
判
事

嶋
末

和
秀

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

松
江
地
方
裁
判
所
判
事
兼
松
江
家

庭
裁
判
所
判
事
・
松
江
簡
易
裁
判

所
判
事

西
村

欣
也

大
阪
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

大
阪
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

大
阪
高
等
裁
判
所
判
事
・
大
阪
簡

易
裁
判
所
判
事

西
岡

繁
靖

松
江
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

松
江
地
方
裁
判
所
長
を
命
ず
る

兼
ね
て
松
江
家
庭
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

松
江
家
庭
裁
判
所
長
を
命
ず
る

松
江
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

松
江
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
司
法
行
政
事
務
を
掌
理
す
る

者
に
指
名
す
る
（
以
上
七
年
十
二
月
三
十
日
）

〇
定
年
退
官

判
事
兼
簡
易
裁
判
所
判
事
木
納
敏
和
は
七
年
十
二
月
二

十
九
日
限
り
本
官
た
る
判
事
が
定
年
退
官
と
な
り
同
時
に

兼
官
た
る
簡
易
裁
判
所
判
事
も
退
官
と
な
る

九
州
地
方
整
備
局
公
示

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十

六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
七
年
十
二
月

二
十
二
日
、
小
丸
川
水
系
河
川
整
備
計
画
を
変
更
し
た
の

で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
表
す
る
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

九
州
地
方
整
備
局
長

垣
下

禎
裕





公 告

令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

諸 事 項





令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

建設業の許可の取消処分の公告
建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１

項の規定による処分をしたので、同法第29条の５
第１項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和８年１月 16 日

東北地方整備局長 西村 拓
１ 処分をした年月日 令和７年12月19日
２ 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業
所の所在地及び許可番号 株式会社藤源 佐藤
美智枝 岩手県一関市花泉町永井字九千沢
269１ 国土交通大臣許可（般04）第28791
号
３ 処分の内容 建設業法第29条第１項に基づく
許可の取消し（土木工事業、とび・土工工事業、
石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆ
んせつ工事業、塗装工事業、水道施設工事業に
関する一般建設業の許可）
４ 処分の原因となった事実 令和７年12月17日
付けで建設業法第12条（第17条において準用す
る場合を含む。）の規定による廃業の届出があ
り、このことが同法第29条第１項第５号に該当
する。

河川法に基づく工作物返還に
係る公示

一級河川高梁川水系高梁川において河川法（昭
和39年法律第167号）第75条第３項の規定に基づ
き除却した工作物について、同条第４項の規定に
基づき保管したので、当該工作物の所有者、占有
者その他当該工作物について権原を有する者に対
し当該工作物を返還するため、同条第５項の規定
に基づき公示する。
令和８年１月 16 日

中国地方整備局長 杉中 洋一
１ 保管した工作物の名称又は種類、形状及び数
量 馬小屋（木造平屋建）１棟
２ 保管した工作物の放置されていた場所及び当
該建物を除却した日時
 保管した工作物の放置されていた場所 岡
山県倉敷市水江地先
 当該工作物を除却した日時 令和７年12月
３日13時

３ 当該工作物の保管を始めた日時及び保管の場
所
 当該工作物の保管を始めた日時 令和７年
12月３日13時
 保管の場所 岡山県倉敷市水江地先 国土
交通省中国地方整備局岡山河川事務所高梁川
水系高梁川河川区域内

４ その他 返還を受ける者は、氏名及び住所を
証するに足りる書類を提示し、国土交通省中国
地方整備局岡山河川事務所占用調整課に申し出
ること。
なお、当該建物の除却、保管その他の措置に
要した費用は、河川法第75条第９項の規定に基
づき当該建物の返還を受ける者の負担とする。
５ 問い合わせ先 岡山県岡山市北区鹿田町二丁
目４番36号 国土交通省中国地方整備局岡山河
川事務所 占用調整課 電話0862235193

相続財産清算人の選任及び相
続権主張の催告





令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

公 示 催 告






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

失踪に関する届出の催告






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報 失 踪 宣 告

失踪宣告取消

除 権 決 定

破産手続開始及び免責許可申
立てに関する意見申述期間






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

破産手続開始・破産手続廃止
及び免責許可申立てに関する
意見申述期間





令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

破産手続廃止

破産手続廃止及び免責許可決定






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

破産手続終結

破産手続終結及び免責許可決定

破産債権の届出期間及び一般
調査期日

書面による計算報告






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

特別清算開始
令和７年（ヒ）第１０２号
北海道士別市武徳町44線東７号
清算株式会社 株式会社道北企画
代表清算人 中島 英利
１ 決定年月日 令和７年12月24日
２ 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。

旭川地方裁判所民事部
令和７年（ヒ）第２１０２号
東京都千代田区丸の内１丁目９番２号
清算株式会社 株式会社サンアクシス
代表清算人 若狹 浩文
１ 決定年月日 令和７年12月25日
２ 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。

東京地方裁判所民事第20部
令和７年（ヒ）第１０１８号
名古屋市中村区名駅４丁目24番８号
清算株式会社 株式会社トラストライズ
代表清算人 近藤 芳央
１ 決定年月日 令和７年12月24日
２ 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。

名古屋地方裁判所民事第２部

特別清算終結
令和７年（ヒ）第１１号
栃木県那須塩原市西栄町７番１号
清算株式会社 株式会社Ｓｗｅｅｔｆｉｓｈ
Ｂｌｕｅｓ

１ 決定年月日 令和７年12月25日
２ 主文 本件特別清算手続を終結する。

宇都宮地方裁判所第１民事部
令和７年（ヒ）第２０５２号
東京都港区六本木７丁目２番８号
清算株式会社 株式会社ダブル・ティー・エ
フ・シー

１ 決定年月日 令和７年12月26日
２ 主文 本件特別清算手続を終結する。

東京地方裁判所民事第20部
令和７年（ヒ）第２０５９号
東京都江東区潮見２丁目１番22号
清算株式会社 株式会社久米開発プロデュース
１ 決定年月日 令和７年12月26日
２ 主文 本件特別清算手続を終結する。

東京地方裁判所民事第20部
令和７年（ヒ）第２０６８号
東京都千代田区神田美土代町７番地
清算株式会社 株式会社ＡＩＲ ＢＩＯＳ
１ 決定年月日 令和７年12月26日
２ 主文 本件特別清算手続を終結する。

東京地方裁判所民事第20部
令和７年（ヒ）第８号
堺市北区長曽根町3035番地25
清算株式会社 株式会社アマミ
１ 決定年月日 令和７年12月25日
２ 主文 本件特別清算手続を終結する。

大阪地方裁判所堺支部
令和７年（ヒ）第５号
広島県福山市水呑町2500番地１
清算株式会社 株式会社ミノミ商事
１ 決定年月日 令和７年12月24日
２ 主文 本件特別清算手続を終結する。

広島地方裁判所福山支部

特別清算協定認可
令和７年（ヒ）第２００１号
青森市中央１丁目24４
清算株式会社 株式会社アシスト
代表清算人 坂田 美恵
１ 決定年月日 令和７年12月24日
２ 主文 次の協定を認可する。

協定
第１ 通則
１ 利息・遅延損害金の免除
清算株式会社株式会社アシスト（以下「ア
シスト」という。）は、協定債権のうち利息
債権及び遅延損害金については、本協定認
可決定確定時に協定債権者から全額免除を
受ける。

２ 弁済の場所及び端数の処理
 本協定に基づく弁済は、協定債権者の
指定する金融機関口座に振り込む方法に
より実施する。ただし、振込手数料は清
算株式会社の負担とする。
 割合弁済の結果生じる１円未満の端数
は切捨てる。

第２ 一般債権
１ 定義
一般債権とは、協定債権のうち第３に定
める関係者債権、利息債権及び遅延損害金
請求権に該当しないものをいう。
２ 一般債権の弁済及び免除
 弁済原資
アシスト及び清算株式会社株式会社エ
ヌ・コム（以下「エヌ・コム」といい、
両社を総称するときは「清算株式会社ら」
という。）が保有する現預金及び仮払金の
合計額から、清算株式会社らの清算結了
までに発生し又は発生することが見込ま
れる一般の先取特権その他一般の優先権
がある債権、特別清算の手続のために清
算株式会社らに対して生じた債権及び特
別清算の手続に関する清算株式会社らに
対する費用請求権の合計額を控除した残
額を弁済原資とする。
 弁済
清算株式会社らは、清算株式会社らの
一般債権者（エヌ・コムの一般債権の定
義は本協定書第２、１項と同じ。）に対し、
同率の弁済率（いわゆるパーレート弁済
の方式）により弁済を行う。
アシストは、本協定の認可の決定が確
定した日から１ヶ月以内に、本項第に
定める弁済原資を分子とし、清算株式会
社らの全ての一般債権額の合計額を分母
として弁済率を算出し、アシストの各一
般債権者の債権額に当該弁済率を乗じて
算出した金額を弁済する（１円未満切り
捨て）。
 免除
一般債権者は、本項第に基づく弁済
を受けたときは、アシストに対し、各一
般債権の総額から各弁済額を控除した残
額につき、当該弁済時にその債務を免除
する。

 新たな財産が発見された場合の追加弁
済
ア 本項第の弁済の後、アシストに新
たな財産が発見されたときは、アシス
トは、これを速やかに換価し、清算株
式会社らの一般債権者に対し、換価代
金から必要な費用を控除してなお残額
が存在する場合は、当該残額を分子と
し、清算株式会社らの全ての一般債権
額の合計額を分母として弁済率を算出
し、清算株式会社らの各一般債権者の
債権額に当該弁済率を乗じて算出した
金額を弁済する。
イ 本項第アによる弁済を行った場合
は、本項第に基づく免除は、当該追
加弁済額を限度として本項第に基づ
く弁済時に遡って効力を失う。

第３ 関係者債権
１ 定義
関係者債権とは、協定債権のうち、坂田
美恵及びエヌ・コムが有するものをいう。
２ 関係者債権についての免除
関係者債権者は、本協定認可決定確定時
において、アシストに対する関係者債権の
全額につき、その債務を免除する。

以上
青森地方裁判所第２民事部

令和７年（ヒ）第２００２号
青森市中央１丁目24４
清算株式会社 株式会社エヌ・コム
代表清算人 坂田 美恵
１ 決定年月日 令和７年12月24日
２ 主文 次の協定を認可する。

協定
第１ 通則
１ 利息・遅延損害金の免除
清算株式会社株式会社エヌ・コム（以下
「エヌ・コム」という。）は、協定債権のう
ち利息債権及び遅延損害金については、本
協定認可決定確定時に協定債権者から全額
免除を受ける。
２ 弁済の場所及び端数の処理
 本協定に基づく弁済は、協定債権者の
指定する金融機関口座に振り込む方法に
より実施する。ただし、振込手数料は清
算株式会社の負担とする。
 割合弁済の結果生じる１円未満の端数
は切捨てる。
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第２ 一般債権
１ 定義
一般債権とは、協定債権のうち第３に定
める関係者債権、利息債権及び遅延損害金
請求権に該当しないものをいう。
２ 一般債権の弁済及び免除
 弁済原資
エヌ・コム及び清算株式会社株式会社
アシスト（以下「アシスト」といい、両
社を総称するときは「清算株式会社ら」
という。）が保有する現預金及び仮払金の
合計額から、清算株式会社らの清算結了
までに発生し又は発生することが見込ま
れる一般の先取特権その他一般の優先権
がある債権、特別清算の手続のために清
算株式会社らに対して生じた債権及び特
別清算の手続に関する清算株式会社らに
対する費用請求権の合計額を控除した残
額を弁済原資とする。
 弁済
清算株式会社らは、清算株式会社らの
一般債権者（アシストの一般債権の定義
は本協定書第２、１項と同じ。）に対し、
同率の弁済率（いわゆるパーレート弁済
の方式）により弁済を行う。
エヌ・コムは、本協定の認可の決定が
確定した日から１ヶ月以内に、本項第
に定める弁済原資を分子とし、清算株式
会社らの全ての一般債権額の合計額を分
母として弁済率を算出し、エヌ・コムの
各一般債権者の債権額に当該弁済率を乗
じて算出した金額を弁済する（１円未満
切り捨て）。
 免除
一般債権者は、本項第に基づく弁済
を受けたときは、エヌ・コムに対し、各
一般債権の総額から各弁済額を控除した
残額につき、当該弁済時にその債務を免
除する。
 新たな財産が発見された場合の追加弁
済
ア 本項第の弁済の後、エヌ・コムに
新たな財産が発見されたときは、エ
ヌ・コムは、これを速やかに換価し、
清算株式会社らの一般債権者に対し、
換価代金から必要な費用を控除してな

お残額が存在する場合は、当該残額を
分子とし、清算株式会社らの全ての一
般債権額の合計額を分母として弁済率
を算出し、清算株式会社らの各一般債
権者の債権額に当該弁済率を乗じて算
出した金額を弁済する。
イ 本項第アによる弁済を行った場合
は、本項第に基づく免除は、当該追
加弁済額を限度として本項第に基づ
く弁済時に遡って効力を失う。

第３ 関係者債権
１ 定義
関係者債権とは、協定債権のうち、坂田
美恵が有するものをいう。
２ 関係者債権についての免除
関係者債権者は、本協定認可決定確定時
において、エヌ・コムに対する関係者債権
の全額につき、その債務を免除する。

以上
青森地方裁判所第２民事部

令和７年（ヒ）第２０６４号
東京都渋谷区神宮前１丁目10番７号
清算株式会社 株式会社ＧＯＯＤ ＳＴＡＮＤ
ＩＮＧ
代表清算人 主濱 歩
１ 決定年月日 令和７年12月24日
２ 主文 次の協定を認可する。

協定
第１ 通則
１ 本協定の対象となる債権
特別清算会社株式会社ＧＯＯＤ ＳＴＡ
ＮＤＩＮＧ（以下「特別清算会社」という。）
に対する各債権者の債権のうち、本協定の
対象となる債権は、令和７年９月８日（特
別清算手続開始決定日）までの原因に基づ
いて発生した別紙「本件協定債権額一覧」
に記載の債権者（以下「協定債権者」とい
う。）が有する債権（以下「本件協定債権」
という。）とする。
２ 債権額
協定債権者の令和７年９月８日における
本件協定債権額は、別紙「本件協定債権額
一覧」のとおりである。

第２ 按分弁済
１ 特別清算会社は、協定債権者に対し、本
協定認可決定確定日の属する月の末日から
１か月以内に、資産の換価代金から、必要
な費用を控除した残高を、別紙「本件協定
債権額一覧」のうち元金残高に応じて按分
して弁済する。
２ 前項の弁済は、協定債権者の指定する金
融機関の口座に振込送金する方法で支払
う。ただし、振込手数料は特別清算会社の
負担とする。
３ 協定債権者は、第１項の規定による弁済
を受けたときは、特別清算会社に対し、本
件協定債権の総額から各弁済額を控除した
残額について、その債務を全部免除する。
４ 第１項の規定による弁済の後、特別清算
会社に新たな財産が発見されたときは、特
別清算会社はこれを速やかに換価し、協定
債権者に対し、換価代金から必要な費用を
控除した残額を、本件協定債権額の割合に
応じて按分して弁済する。ただし、按分弁
済の結果生じる１円未満の端数は切り捨て
る。この場合において、協定債権者が第３
項の規定により行った残債務の免除は、新
たに按分弁済された金額の限度において効
力を失うものとする。
５ 特別清算開始決定日以降、本件協定債権
の全部又は一部について債権の移転があっ
た場合においても、変更前の協定債権者と
その有する本件協定債権の額を基準に本協
定条項を適用するものとする。

（別紙省略）
以上

東京地方裁判所民事第20部

再生計画認可

小規模個人再生による再生手
続開始
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小規模個人再生による書面決
議に付する決定
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小規模個人再生による再生手
続廃止

給与所得者等再生による再生
手続開始
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給与所得者等再生による再生
計画案についての意見聴取

給与所得者等再生による再生
計画認可

所在等不明共有者の持分の取
得の裁判に関する異議の催告

所有者不明土地及び建物管理
命令に関する異議の催告

所有者不明土地管理命令に関
する異議の催告
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し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済
。

（
乙
）h

ttp
://w
w
w
.fu
jitsu
.co
m
/jp
/g
ro
u
p
/fh
o
/

令
和
八
年
一
月
十
六
日

川
崎
市
中
原
区
上
小
田
中
四
丁
目
一
番
一
号

（
甲
）
富
士
通
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

時
田

隆
仁

川
崎
市
中
原
区
下
小
田
中
二
丁
目
一
二
番
五
号

（
乙
）
富
士
通
ホ
ー
ム
＆
オ
フ
ィ
ス
サ
ー
ビ
ス

株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

髙
須

恵
一

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

掲
載
頁

八
十
三
頁
（
号
外
第
二
八
六
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

掲
載
頁

八
十
四
頁
（
号
外
第
二
八
六
号
）

令
和
八
年
一
月
十
六
日

大
阪
市
中
央
区
今
橋
二
丁
目
二
番
一
一
号

（
甲
）
シ
テ
ィ
ビ
ル
ド
株
式
会
社

代
表
取
締
役

松
谷
竜
二
郎

大
阪
市
中
央
区
北
浜
三
丁
目
二
番
二
五
号

（
乙
）
ビ
ー
ア
ー
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

松
谷
竜
二
郎

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）h

ttp
s://w

w
w
.tm
t -m
a
ch
in
ery
.jp
/co
m
p
a
n
y
/

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
月
十
六
日

掲
載
頁

五
十
七
頁
（
号
外
第
二
三
〇
号
）

令
和
八
年
一
月
十
六
日

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
北
浜
二
丁
目
六
番
二
六
号

大
阪
グ
リ
ー
ン
ビ
ル
六
階

（
甲
）
Ｔ
Ｍ
Ｔ
マ
シ
ナ
リ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

髙
本

隆
二

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
北
浜
二
丁
目
六
番
二
六
号

大
阪
グ
リ
ー
ン
ビ
ル
六
階

（
乙
）
Ｔ
Ｍ
Ｔ
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ズ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

西
大
路

誠

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

山
陽
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
一
月
十
七
日

掲
載
頁

十
九
頁

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日

掲
載
頁

一
六
〇
頁
（
号
外
第
二
五
六
号
）

令
和
八
年
一
月
十
六
日

岡
山
市
南
区
福
浜
町
一
三
番
二
八
号

（
甲
）
平
松
電
気
工
事
株
式
会
社

代
表
取
締
役

平
松

良
一

岡
山
市
北
区
野
田
五
丁
目
一
番
四
号

（
乙
）
不
動
電
気
株
式
会
社

代
表
取
締
役

平
松

良
一

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
三
月
一
日
で
あ
り
、
甲
の
株

主
総
会
の
承
認
決
議
（
会
社
法
第
三
一
九
条
第
一
項
に
基

づ
く
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
株
主
全
員
の
同

意
）
は
令
和
八
年
二
月
六
日
に
予
定
し
て
お
り
、
乙
は
同

第
七
八
四
条
第
一
項
に
基
づ
き
株
主
総
会
の
承
認
決
議
を

経
ず
に
合
併
を
決
定
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）h

ttp
s://p
a
n
a
so
n
ic.co

.jp
/p
a
f/co
m
p
a
n
y
/

a
cco
u
n
ts.h
tm
l

（
乙
）h

ttp
s://b
o
u
sa
i -to
u
k
a
tsu -k

a
ig
o
.jp
/

co
m
p
a
n
y
/

令
和
八
年
一
月
十
六
日

大
阪
府
門
真
市
大
字
門
真
一
〇
四
八
番
地

（
甲
）
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
エ
イ
ジ
フ
リ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

坂
口

哲
也

千
葉
県
松
戸
市
岩
瀬
六
三
二
番
地
の
二

（
乙
）
株
式
会
社
ボ
ウ
サ
イ
東
葛
介
護
シ
ョ
ッ
プ

代
表
取
締
役

坂
口

哲
也





令和年月日 金曜日 第号官 報
吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
み
や
す
い
解
析

事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ

せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
三
月
一
日
で
あ
り
、
甲
は
会

社
法
第
七
九
六
条
第
二
項
、
乙
は
同
法
第
七
八
四
条
第
二

項
に
基
づ
き
株
主
総
会
の
承
認
決
議
を
経
ず
に
吸
収
分
割

を
決
定
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日

掲
載
頁

一
二
六
頁
（
号
外
第
一
四
六
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
二
十
四
日

掲
載
頁

二
二
〇
頁
（
号
外
第
一
六
九
号
）

令
和
八
年
一
月
十
六
日

東
京
都
新
宿
区
新
宿
六
丁
目
二
七
番
三
〇
号

（
甲
）M

-S
O
L
U
T
IO
N
S 株
式
会
社

代
表
取
締
役

植
草

学

東
京
都
新
宿
区
新
宿
六
丁
目
二
七
番
三
〇
号

（
乙
）
株
式
会
社
環

代
表
取
締
役

青
木

沙
織

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
中
古
車
せ
り
関

連
機
器
お
よ
び
中
古
車
せ
り
関
連
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
・
シ
ス

テ
ム
・
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
・
販
売
・
導
入
・
保
守
事
業
に

関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）h

ttp
s://w

w
w
.fu
jitsu
.co
m
/jp
/g
ro
u
p
/tel/

a
b
o
u
t/ir/

（
乙
）h

ttp
s://w

w
w
.fu
jitsu
.co
m
/jp
/g
ro
u
p
/

fro
n
tech
/a
b
o
u
t/ir/k

k
/

令
和
八
年
一
月
十
六
日

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
〇
番
一
四
号

（
甲
）
ト
ー
タ
リ
ゼ
ー
タ
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ

株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

中
三
川
和
則

東
京
都
稲
城
市
矢
野
口
一
七
七
六
番
地

（
乙
）
富
士
通
フ
ロ
ン
テ
ッ
ク
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

田

龍
治

吸
収
分
割
公
告

当
社
（
甲
）
は
、
吸
収
分
割
に
よ
り
ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局

株
式
会
社
（
乙
、
住
所
東
京
都
千
代
田
区
外
神
田
二
丁
目

二
番
一
五
号
）
の
Ｅ
Ｃ
サ
イ
ト
の
運
営
事
業
の
一
部
に
関

す
る
権
利
義
務
を
承
継
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）h

ttp
s://w

w
w
.w
elp
a
rk
.jp
/

（
乙
）h

ttp
://w
w
w
.w
elcia -y

a
k
k
y
o
k
u
.co
.jp

令
和
八
年
一
月
十
六
日

東
京
都
立
川
市
高
松
町
一
丁
目
一
〇
〇
番
地
二
五

号
棟

株
式
会
社
ウ
ェ
ル
パ
ー
ク

代
表
取
締
役

菅
野

一
郎

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
流
通
製
品
・
流

通
関
連
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
静
脈
認
証
関
連
事
業
お
よ
び
Ｒ

Ｆ
Ｉ
Ｄ
関
連
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ

れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済
。

（
乙
）h

ttp
s://w

w
w
.fu
jitsu
.co
m
/jp
/g
ro
u
p
/

fro
n
tech
/a
b
o
u
t/ir/k

k
/

令
和
八
年
一
月
十
六
日

川
崎
市
中
原
区
上
小
田
中
四
丁
目
一
番
一
号

（
甲
）
富
士
通
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

時
田

隆
仁

東
京
都
稲
城
市
矢
野
口
一
七
七
六
番
地

（
乙
）
富
士
通
フ
ロ
ン
テ
ッ
ク
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

田

龍
治

新
設
分
割
公
告

当
社
は
、
新
設
分
割
に
よ
り
新
設
す
る
株
式
会
社
小
堀

（
住
所
千
葉
市
若
葉
区
若
松
町
九
八
一
番
地
四
四
）
に
対

し
て
当
社
の
中
古
車
小
売
事
業
及
び
不
動
産
関
連
事
業
に

関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

千
葉
市
若
葉
区
若
松
町
九
八
一
番
地
四
四

有
限
会
社
小
堀
商
会

代
表
取
締
役

小
堀

達
也

新
設
分
割
公
告

当
社
は
、
新
設
分
割
に
よ
り
新
設
す
る
株
式
会
社
ご
て

つ
（
住
所
静
岡
県
沼
津
市
千
本
港
町
一
一
三
番
地
）
に
対

し
て
当
社
の
飲
食
店
運
営
事
業
の
一
部（「
カ
キ
小
屋
食

堂
」「
沼
津
カ
キ
小
屋
二
号
店
」「
米
と
魚
沼
津
店
」「
海
鮮
専

門
店
五
鉄
沼
津
五
鉄
本
店
」「
海
鮮
専
門
店
五
鉄
小
田
原
五

鉄
」「
海
女
小
屋
Ｂ
Ｂ
Ｑ
」「
漁
師
め
し
食
堂
沼
津
店
」）に
関

す
る
権
利
義
務
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
一
月
二
十
七
日

掲
載
頁

一
一
九
頁
（
号
外
第
二
五
九
号
）

令
和
八
年
一
月
十
六
日

静
岡
県
沼
津
市
春
日
町
一
一
番
地
二

株
式
会
社
Ｄ
Ｂ
Ｓ

代
表
取
締
役

山
田

勝
一

新
設
分
割
公
告

当
社
は
新
設
分
割
に
よ
り
新
設
す
る
株
式
会
社
ス
プ
リ

ン
グ
ア
セ
ッ
ト
（
住
所
大
阪
市
中
央
区
平
野
町
二
丁
目
二

番
一
四
号
）
に
対
し
て
当
社
の
営
む
不
動
産
管
理
に
係
る

事
業
に
関
し
て
有
す
る
権
利
義
務
の
全
部
を
承
継
さ
せ
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
一
月
八
日

掲
載
頁

六
十
四
頁
（
号
外
第
四
号
）

令
和
八
年
一
月
十
六
日

大
阪
市
中
央
区
平
野
町
二
丁
目
二
番
一
四
号

株
式
会
社
先
春
園
本
店

代
表
取
締
役

沖
野

雅
英

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
三
月
五
日
で
あ
り
、
組
織
変

更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
ム
ー
ブ
・
オ
ン
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

埼
玉
県
川
越
市
大
字
的
場
六
一
三
番
地
四

ム
ー
ブ
・
オ
ン
合
同
会
社

代
表
社
員

坪
谷
千
代
子

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

東
京
都
杉
並
区
高
円
寺
南
四
丁
目
四
四
番
一
三

一
〇
一
号

合
同
会
社
ラ
チ
と
ラ
イ
オ
ン

代
表
社
員

髙
比
良
昌
典

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
一
番
一
号

Ｌ
Ｖ
Ｊ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
２
合
同
会
社

代
表
社
員

Ｌ
Ｖ
Ｊ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
合

同
会
社

職
務
執
行
者

稲
垣

伸
一

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
二
月
二
十
日
で
あ
り
、
組
織

変
更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
Ｓ
Ｋ
Ｙ

Ｄ
Ａ
Ｔ
Ａ
と
し
ま

す
。こ

の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

東
京
都
文
京
区
湯
島
四

六

一
二
湯
島
ハ
イ
タ

ウ
ン
九
一
四

合
同
会
社
ソ
ラ
ト
ブ

代
表
社
員

宮
﨑

稜
也





令和年月日 金曜日 第号官 報
組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

愛
知
県
丹
羽
郡
大
口
町
大
屋
敷
一
丁
目
一
〇
五
番

地
二

合
同
会
社
雅
創

代
表
社
員

田
邊
な
ほ
み

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
三
月
五
日
で
あ
り
組
織
変
更

後
の
商
号
は
株
式
会
社
Ｉ
Ｎ
Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ｉ
Ｔ
Ｙ
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

岡
山
県
倉
敷
市
玉
島
柏
島
五
六
〇
九
番
地

合
同
会
社
Ｉ
Ｎ
Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ｉ
Ｔ
Ｙ

代
表
社
員

吉
岡

祐
紀

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

愛
媛
県
松
山
市
春
美
町
三
四
二
三
番
地
四

ユ
ウ
プ
ラ
ス
合
同
会
社

代
表
社
員

岡
村

崇
志

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
十
六
億
三
千
九
百
七
十
八
万

九
千
五
百
十
九
円
（
全
額
を
資
本
準
備
金
に
組
入
れ
る
も

の
と
す
る
）
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
三
十
日

掲
載
頁

一
八
八
頁
（
号
外
第
一
四
八
号
）

令
和
八
年
一
月
十
六
日

東
京
都
渋
谷
区
神
南
一
丁
目
四
番
九
号
六
Ｆ

ｆ
ｏ
ｒ
ｅ
ｓ
ｔ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

湯
原

伸
悟

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
資
本
金
の
額
を
二
億
四
千
五
百
九
万
二
千
円
減

少
し
四
千
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
二
月
二
十
八
日
で
あ
り
、
株

主
総
会
の
決
議
は
令
和
七
年
十
二
月
二
十
一
日
に
終
了
し

て
お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
本
公
告
掲
載

の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で

す
。

h
ttp
s://k
.secu

re.freee.co
.jp
/co
m
p
a
n
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a
n
n
o
u
n
ces

令
和
八
年
一
月
十
六
日

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
一
丁
目
一
八
番
一
号
Ｈ
ａ

ｒ
ｅ
ｚ
ａ
Ｔ
ｏ
ｗ
ｅ
ｒ
二
〇
階株

式
会
社
ス
ポ
ス
ル

代
表
取
締
役

尾
濱

徹

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
四
五
億
円
減
少
し
一
千
万
円

と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

東
京
都
千
代
田
区
神
田
小
川
町
一
丁
目
四
番
地

株
式
会
社
Ｔ
ｈ
ｉ
ｒ
ｄ

Ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｌ
ｌ
ｉ
ｇ

ｅ
ｎ
ｃ
ｅ

代
表
取
締
役

石
橋

準
也

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
千
百
五
十
万
円
減
少
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日

掲
載
頁

六
十
七
頁
（
号
外
第
二
七
七
号
）

令
和
八
年
一
月
十
六
日

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
六
番
一
号

大
手
町
ビ
ル
ヂ
ン
グ
四
Ｆ

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
デ
ー
タ
ラ
ボ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

山
崎

博
史

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
億
五
千
円
減
少
し
一
億
円

と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

東
京
都
千
代
田
区
有
楽
町
一
丁
目
一
三
番
二
号
第

一
生
命
日
比
谷
フ
ァ
ー
ス
ト
一
八
階

株
式
会
社
Ｊ
Ｓ
Ｔ
Ｇ

代
表
取
締
役

湯
本

達
也

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
億
円
減
少
し
一
億
円
と
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
二
月
二
十
七
日
で
あ
り
、
株

主
総
会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
十
二
月
十
七
日
に
終
了
し

て
お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://w

w
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令
和
八
年
一
月
十
六
日

鹿
児
島
県
霧
島
市
溝
辺
町
麓
字
徳
利
山
七
八
七
番

地
四

日
本
エ
ア
コ
ミ
ュ
ー
タ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

増
村

浩
二

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
二
月
十
八
日
を
効
力
発
生
日
と
す

る
林
建
設
工
業
株
式
会
社
と
の
株
式
交
換
（
以
下
「
本
株

式
交
換
」）に
よ
り
資
本
準
備
金
の
額
が
増
加
す
る
こ
と
を

条
件
と
し
て
、
資
本
準
備
金
の
額
に
つ
い
て
、
本
株
式
交

換
に
よ
る
資
本
準
備
金
の
増
加
額
を
減
少
す
る
こ
と
に
い

た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
に
確
定
し
た
最
終
貸
借
対
照
表
は
あ
り
ま

せ
ん
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

山
形
県
酒
田
市
幸
町
一
丁
目
六
番
六
号

Ｈ
Ａ
Ｙ
Ａ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

林

浩
一
郎

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
準
備
金
の
額
を
五
千
万
円
減
少
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日

掲
載
頁

六
十
九
頁
（
号
外
第
二
七
七
号
）

令
和
八
年
一
月
十
六
日

東
京
都
中
央
区
銀
座
七
丁
目
一
二
番
四
号

株
式
会
社
ア
デ
ッ
ソ

代
表
取
締
役

岩
田

理

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
会
社
は
、
資
本
金
の
額
を
四
十
五
億
円
、
資
本
準
備

金
の
額
を
四
十
五
億
円
減
少
し
、
そ
れ
ぞ
れ
一
億
円
、
零

円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
、
令
和
八
年
二
月
十
九
日
で
あ
り
、
株

主
総
会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
十
二
月
十
八
日
に
終
了
し

て
お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
四
日

掲
載
頁

七
十
三
頁
（
号
外
第
一
七
七
号
）

令
和
八
年
一
月
十
六
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
町
一
丁
目
五
番
四
号

ア
ン
ド
フ
ァ
ー
マ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

岩
本

紳
吾

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
四
億
八
千
四
百
四
十
万
円
、

資
本
準
備
金
の
額
を
六
億
八
百
四
十
万
円
減
少
し
、
そ
れ

ぞ
れ
五
千
万
円
、
〇
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.ja
m
p
la
tfo
rm
.co
m
/

令
和
八
年
一
月
十
六
日

東
京
都
千
代
田
区
神
田
錦
町
三
丁
目
一
七
番
一

Ｊ
Ａ
Ｍ
Ｐ
ビ
ジ
ネ
ス
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
株
式

会
社

代
表
取
締
役

太
原

啓
一





令和年月日 金曜日 第号官 報
資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
九
千
二
百
七
十
四
万
千
九
百
円

の
う
ち
四
千
二
百
七
十
四
万
千
九
百
円
を
減
少
し
、
減
少

後
の
資
本
金
の
額
を
五
千
万
円
と
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、

当
社
が
発
行
す
る
第
十
五
回
乃
至
第
十
六
回
新
株
予
約
権

が
令
和
八
年
八
月
三
十
日
ま
で
に
行
使
さ
れ
た
場
合
に

は
、
当
該
新
株
予
約
権
の
行
使
に
伴
い
増
加
す
る
資
本
金

の
額
の
同
額
分
を
合
わ
せ
て
減
少
い
た
し
ま
す
。

加
え
て
、
資
本
準
備
金
の
額
四
千
二
百
七
十
四
万
千
九

百
円
の
う
ち
四
千
二
百
七
十
四
万
千
九
百
円
を
減
少
し
、

減
少
後
の
資
本
準
備
金
の
額
を
零
円
と
い
た
し
ま
す
。
ま

た
、
当
社
が
発
行
す
る
第
十
五
回
乃
至
第
十
六
回
新
株
予

約
権
が
令
和
八
年
八
月
三
十
日
ま
で
に
行
使
さ
れ
た
場
合

に
は
、
当
該
新
株
予
約
権
の
行
使
に
伴
い
増
加
す
る
資
本

準
備
金
の
額
の
同
額
分
を
合
わ
せ
て
減
少
い
た
し
ま
す
。

効
力
発
生
日
は
、共
に
令
和
八
年
八
月
三
十
一
日
で
す
。

こ
れ
ら
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出
済
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

東
京
都
目
黒
区
碑
文
谷
五
丁
目
一
五
番
一
号

株
式
会
社
鉄
人
化
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役

根
来

拓
也

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
八
十
三
億
五
千
七
百
五
十
万

円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
八
十
二
億
二
百
六
十
九
万
三
千

百
五
十
四
円
減
少
し
、
そ
れ
ぞ
れ
一
億
円
、
〇
円
と
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.fu
jitsu
.co
m
/jp
/g
ro
u
p
/fro
n
tech
/

a
b
o
u
t/ir/k

k
/

令
和
八
年
一
月
十
六
日

東
京
都
稲
城
市
矢
野
口
一
七
七
六
番
地

富
士
通
フ
ロ
ン
テ
ッ
ク
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

田

龍
治

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
億
一
千
七
百
四
十
七
万
四

千
二
百
五
十
円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
三
億
二
千
六
百
四

十
七
万
四
千
二
百
五
十
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://k
.secu

re.freee.co
.jp
/

co
m
p
a
n
ies/152399/a

n
n
o
u
n
ces

令
和
八
年
一
月
十
六
日

京
都
市
下
京
区
官
社
殿
町
一
九
九

株
式
会
社
Ｃ
ｈ
ａ
ｒ
ａ
ｃ
ｔ
ｅ
ｒ
Ｂ
ａ
ｎ
ｋ

代
表
取
締
役

三
上

航
人

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
十
一
億
円
、
資
本
準
備
金

の
額
を
三
十
一
億
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
五
月
二
十
二
日

掲
載
頁

六
十
七
頁
（
号
外
第
一
一
二
号
）

令
和
八
年
一
月
十
六
日

大
阪
府
茨
木
市
横
江
二
丁
目
七
番
五
二
号

株
式
会
社
ア
ル
テ
ィ
フ
ー
ズ

代
表
取
締
役

貴
田

朗

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、令
和
八
年
一
月
三
十
一
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
最
終
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、
令
和
八
年

二
月
二
十
七
日
開
催
予
定
の
株
主
総
会
に
お
け
る
議
決
権

を
行
使
で
き
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

東
京
都
港
区
新
橋
五
丁
目
一
番
九
号

山
手
冷
蔵
株
式
会
社

代
表
取
締
役

市
嶋

健
介

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
二
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

東
京
都
千
代
田
区
有
楽
町
一
丁
目
一
三
番
一
号

株
式
会
社
第
一
生
命
経
済
研
究
所

代
表
取
締
役

寺
本

秀
雄

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
二
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

東
京
都
千
代
田
区
神
田
多
町
二
丁
目
四
番
地

株
式
会
社
ロ
ー
リ
ン
グ
興
業
社

代
表
取
締
役

藤
田

強

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
二
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

東
京
都
港
区
六
本
木
三
丁
目
一
一
番
六
号

株
式
会
社
ウ
ナ
カ
ミ

代
表
取
締
役

海
上

文
夫

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
二
月
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

横
浜
市
神
奈
川
区
栗
田
谷
一
七
番
五
号

株
式
会
社
ト
ー
タ
ス

代
表
取
締
役

清
家

園
恵

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
二
月
一
日
付
け
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。
な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効

と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

福
井
県
南
条
郡
南
越
前
町
東
大
道
第
三
五
号
二
八

番
地

株
式
会
社
坂
川
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

代
表
取
締
役

野
尻

卓
司

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
二
月
二
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

岡
山
県
岡
山
市
南
区
市
場
一
丁
目
一
番
地

株
式
会
社
岡
山
県
水

代
表
取
締
役

日
種

一
郎

外
国
会
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
退
任
公
告

当
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
で
あ
る
キ
ム
・

ス
ン
テ
及
び
パ
ク
・
キ
ョ
ン
ヨ
ン
両
名
が
退
任
す
る
こ
と

に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か

ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

大
阪
府
大
阪
市
港
区
海
岸
通
二

五

二
三
Ｓ
Ｋ

ビ
ル
四
〇
一
号
室

S
IG
O
N
G
tech

C
o
.,
L
td
.

日
本
に
お
け
る
代
表
者

キ
ム
・
ス
ン
テ

優
先
出
資
の
消
却
に
つ
き
優
先
出
資
証
券
提
出
公
告

当
社
は
、
発
行
済
優
先
出
資
五
千
百
口
を
消
却
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
の
優
先
出
資
証
券
を
所

有
す
る
方
は
、
効
力
発
生
日
で
あ
る
令
和
八
年
二
月
十
七

日
ま
で
に
当
社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

特
定
目
的
会
社
ゴ
ー
ル
ド
Ａ

取
締
役

松
澤

和
浩

優
先
出
資
の
消
却
に
つ
き
優
先
出
資
証
券
提
出
公
告

当
社
は
、
発
行
済
優
先
出
資
六
千
五
百
口
を
消
却
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
の
優
先
出
資
証
券
を

所
有
す
る
方
は
、
効
力
発
生
日
で
あ
る
令
和
八
年
二
月
十

七
日
ま
で
に
当
社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

特
定
目
的
会
社
ゴ
ー
ル
ド
Ｂ

取
締
役

松
澤

和
浩





令和年月日 金曜日 第号官 報
優
先
出
資
の
消
却
に
つ
き
優
先
出
資
証
券
提
出
公
告

当
社
は
、
発
行
済
優
先
出
資
六
千
四
百
口
を
消
却
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
の
優
先
出
資
証
券
を

所
有
す
る
方
は
、
効
力
発
生
日
で
あ
る
令
和
八
年
二
月
十

七
日
ま
で
に
当
社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

特
定
目
的
会
社
ゴ
ー
ル
ド
Ｃ

取
締
役

松
澤

和
浩

優
先
出
資
の
消
却
に
つ
き
優
先
出
資
証
券
提
出
公
告

当
社
は
、
発
行
済
優
先
出
資
千
六
百
口
を
消
却
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
の
優
先
出
資
証
券
を
所

有
す
る
方
は
、
効
力
発
生
日
で
あ
る
令
和
八
年
二
月
十
七

日
ま
で
に
当
社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

特
定
目
的
会
社
ゴ
ー
ル
ド
Ｊ

取
締
役

松
澤

和
浩

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
三
十
九
億
円
減
少
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.k
a
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ei -h
o
m
e.co
m
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x
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令
和
八
年
一
月
十
六
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
六
番
一
号

Ｌ
ｕ
ｍ
ｉ
ｎ
ａ
３
特
定
目
的
会
社

取
締
役

長
尾

誠

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
六
十
九
億
二
千
万
円
減

少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
九
日

掲
載
頁

六
十
四
頁
（
号
外
第
一
二
六
号
）

令
和
八
年
一
月
十
六
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
六
番
一
号
虎
ノ
門
ヒ

ル
ズ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
タ
ワ
ー

特
定
目
的
会
社
泉
北
開
発

取
締
役

赤
津

忠
祐

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
七
億
円
（
但
し
、
Ａ
号

優
先
出
資
に
つ
き
七
億
円
）
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

h
ttp
://sn
n
m
.jp
/k
o
u
k
o
k
u
/y
y
ca
p
ita
l̲tm

k
/

令
和
八
年
一
月
十
六
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
四
番
一
号
日
本
橋

一
丁
目
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ

Ｙ
ｙ
キ
ャ
ピ
タ
ル
特
定
目
的
会
社

取
締
役

三
品

貴
仙

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
二
億
五
千
五
百
万
円
減

少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.a
sa -ep

n
.jp
/ir/00000856/a

89p
/

令
和
八
年
一
月
十
六
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

特
定
目
的
会
社
ゴ
ー
ル
ド
Ａ

取
締
役

松
澤

和
浩

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
三
億
二
千
五
百
万
円
減

少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.a
sa -ep

n
.jp
/ir/00000857/88v

w
/

令
和
八
年
一
月
十
六
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

特
定
目
的
会
社
ゴ
ー
ル
ド
Ｂ

取
締
役

松
澤

和
浩

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
三
億
二
千
万
円
減
少
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.a
sa -ep

n
.jp
/ir/00000897/74fy

/

令
和
八
年
一
月
十
六
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

特
定
目
的
会
社
ゴ
ー
ル
ド
Ｃ

取
締
役

松
澤

和
浩

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
二
億
四
千
万
円
減
少
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.a
sa -ep

n
.jp
/ir/00000911/93ri/

令
和
八
年
一
月
十
六
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

特
定
目
的
会
社
ゴ
ー
ル
ド
Ｄ

取
締
役

松
澤

和
浩

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
七
千
六
百
万
円
減
少
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.a
sa -ep

n
.jp
/ir/00000970/i2j4/

令
和
八
年
一
月
十
六
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

特
定
目
的
会
社
ゴ
ー
ル
ド
Ｅ

取
締
役

松
澤

和
浩

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
一
億
千
八
百
十
五
万
円

減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.a
sa -ep

n
.jp
/ir/00001022/n

r48/

令
和
八
年
一
月
十
六
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

特
定
目
的
会
社
ゴ
ー
ル
ド
Ｆ

取
締
役

松
澤

和
浩

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
六
億
四
千
三
百
万
円
減

少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.a
sa -ep

n
.jp
/ir/00001063/v

83d
/

令
和
八
年
一
月
十
六
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

特
定
目
的
会
社
ゴ
ー
ル
ド
Ｇ

取
締
役

松
澤

和
浩

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
二
千
二
百
六
十
万
円
減

少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.a
sa -ep

n
.jp
/ir/00001079/g

97d
/

令
和
八
年
一
月
十
六
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

特
定
目
的
会
社
ゴ
ー
ル
ド
Ｈ

取
締
役

松
澤

和
浩

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
八
千
万
円
減
少
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.a
sa -ep

n
.jp
/ir/00001149/jd

43/

令
和
八
年
一
月
十
六
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

特
定
目
的
会
社
ゴ
ー
ル
ド
Ｊ

取
締
役

松
澤

和
浩

債
権
申
出
の
公
告
（
第
二
回
）

当
行
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
は
、
令
和
八
年
一
月

一
日
確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
八
十
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
終
了
の
承
認
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
の
で
、

当
行
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
に
債
権
を
有
す
る
者

は
、
本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和
八
年
一
月
九
日
）
の
翌

日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に

お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

長
野
県
長
野
市
青
木
島
一
丁
目
二
一
番
地
二
号

青

木
島
Ａ
Ｐ

Ｂ
二
〇
三

株
式
会
社
八
十
二
長
野
銀
行

（
旧

株
式
会
社
長
野
銀
行
）

規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
清
算
人

宮
崎

孝
美

取
消
公
告

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日
掲
載
の
新
設
分
割
公
告
は
取

消
し
ま
す
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

静
岡
県
沼
津
市
春
日
町
一
一
番
地
二

株
式
会
社
Ｄ
Ｂ
Ｓ

代
表
取
締
役

山
田

勝
一


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